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■手引きで使用する表記■ 

 

（表記）      （正式名称） 

 

条    例   指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例 

（平成30年横須賀市条例第30号） 

 

予 防 条 例   指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例 

（平成30年横須賀市条例第31号） 

 

省    令   指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準 

（平成18年３月14日厚生労働省令第34号） 

 

予 防 省 令   指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成18年３月14日厚生労働省令第36号） 

 

解    釈   指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準に

ついて（平成18年３月31日 老計発0331004・老振発0331004・老老発0331017） 

 

報 酬 基 準   指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（平成18年３月14日厚生労働省告示第126号） 

 

予防報酬基準   指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（平成18年３月14日厚生労働省告示第128号） 

 

留 意 事 項   指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密

着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について 

（平成18年３月31日 老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018） 

 

厚 告 2 7    厚生労働大臣が定める利用者等の数に基準及び看護職員等の員数の基準並び

に通所介護費等の算定方法（平成12年２月10日厚生省告示第27号） 

 

厚労告 94   厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 

（平成27年３月23日厚生労働省告示第94号） 

 

厚労告 95   厚生労働大臣が定める基準（平成27年３月23日厚生労働省告示第95号） 

 

厚労告 96   厚生労働大臣が定める施設基準（平成27年３月23日厚生労働省告示第96号） 
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１ 基準条例の制定 

従前、指定居宅サービス及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関

する基準等については、厚生労働省及び厚生労働省令により全国一律の基準等が定められ

ていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」（平成23年法律第37号。いわゆる「第１次一括法」）及び「介護サービ

スの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、「介護保険法」が改正

され、各地方自治体において、当該基準等の内容を条例で定めることとなりました。横須賀市

でも当該基準等を定める条例を制定し、平成25年４月１日から施行しました。 

 

２ 基準条例の改正 

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成26年法律第83号）及び介護保険法の規定に基づき、各基準省令が改正されたこと

に伴い、平成27年４月１日に各基準条例・基準条例施行規則・解釈通知を改正しました。 

 その後、平成30年４月１日に各基準条例を改正し、本市が独自に定めている基準以外は、

厚生省及び厚生労働省で定める基準の例によることとし、併せて制定方法を、基準省令に準

拠する旨の条文と、市独自基準の条文を表記する省令準拠方式に改正しました。また併せて

基準条例施行規則も改正しました。 

 

３ 条例の性格（解釈第一） 

 

 

 

 

 

 

●指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満た

さない場合には、指定地域密着型サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に

違反することが明らかになった場合には、 

         

        相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、 

 

          相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、

当該勧告に対する対応等を公表し、 

 

          正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期間

を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令することができます。 

 

 （③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなければなりません。） 

 

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取り消しを行う前に相

当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行わ

れていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）がで

きます。 

 Ⅰ 条例の性格等 

〇 基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限

度の基準を定めたものであり、常に満たされている必要があります。 

〇 指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければなり

ません。 

 

①勧告 

②公表 

③命令 
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●ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ち

に指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができます。 

①次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

イ 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受

けなかったとき 

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者による

サービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したと

き 

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退居者を紹介することの対償

として、金品その他の財産上の利益を収受したとき。 

②利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき  

③その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

 

●運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事

業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定める期間

の経過後に再度当該事業者から指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に

関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確

保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を

行わないものとする、とされています。 

 

４ 指定地域密着型サービスの事業の一般原則（省令第３条、予防省令第３条） 

●利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めな

ければなりません。 

●指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市

町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保険医療サー

ビス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければなりません。 

●利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業

者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければなりません。 

●指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、介護保険関連情報その他必要な情報

を活用し、適切かつ有効に行うように努めなければなりません。 

 

５ 認知症対応型共同生活介護等の基本方針 

（省令第89条、予防省令第69条、解釈第３－５－１） 

（１）認知症対応型共同生活介護 

●指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについ

て、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその

有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければなり

ません。 

 

（２）介護予防認知症対応型共同生活介護 

●指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能

な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心

身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでな

ければなりません。 
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サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の実施に当たっては、次の要件を満

たす必要があります。（省令第90条、解釈第３－５－２（１）①） 

 

① 事業者は、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について

３年以上の経験を有することが必要です。この場合、指定認知症対応型共同生活介護以

外の事業の経験についても当該経験に算入できます。また、「３年以上の経験」は、当該指

定日において満たしている必要があり、休止等、事業を運営していない期間は除いて計算

します。 

 

② サテライト事業所は、本体事業所を有する必要があります。当該本体事業所は、次のい

ずれかに該当するものであることとします。 

ａ 事業開始以降１年以上の本体事業所としての実績を有すること。 

ｂ 当該本体事業所の共同生活住居の利用者の合計数が、当該本体事業所の共同生活

住居において定められた入居定員の100分の70を超えたことがあること。 

 

③ サテライト事業所は、本体事業所との密接な連携を確保しつつ、運営するものであるため、

次に掲げる要件をいずれも満たす必要があります。したがって、本体事業所に対するサテ

ライト事業所の共同生活住居の数及び設置可能な箇所数は、下記のとおりとなります。 

ａ 本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等による移動に要する時間が概ね20

分以内の近距離であること。 

ｂ サテライト事業所の共同生活住居の合計数が、本体事業所の共同生活住居の数を上

回らないこと。 

ｃ 本体事業所とサテライト事業所の共同生活住居の数の合計は、最大４までとすること。 

本体事業所 サテライト事業所 

共同生活住居数 共同生活住居数 

１の本体事業所に対して設

置可能なサテライト事業所

の個所数 

１ １ １ 

２ 
１ ２ 

２ １ 

３ １ １ 

 

④ 本体事業所は、当該サテライト事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示がで

きる連絡体制を確保するほか、当該本体事業所とサテライト事業所の管理者が同一である

場合は、当該本体事業所と当該サテライト事業所との間において、次に掲げる要件をいず

れも満たす必要があります。 

ａ 利用申し込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体

的に行われること。 

ｂ 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。また、必要な場合に随時、本

体事業所や他のサテライト事業所との相互支援が行える体制（例えば、サテライト事業

所の従業者が急病等でサービスの提供が出来なくなった場合は、本体事業所から急遽

代替要員を派遣できるような体制）であること。 

ｃ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制があること。 

 Ⅱ サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の要件 
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ｄ 事業の目的や運営方針等について同一の運営規定が定められていること。 

ｅ 人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われていること。 

 

⑤ 本体事業所とサテライト事業所は、同一の日常生活圏域内に所在することが望ましいが、

隣接する市町村における指定認知症対応型共同生活介護事業所とすることも差し支えな

いものであります。 
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●人員基準とは、あくまでも最低限度配置することが義務づけられた基準値です。利用者に

対して適切なサービス提供ができるよう、適正な人員配置、勤務体制を定めてください。 

●人員基準上必要な人員を配置していない場合は、減算となる場合があります。 

●減算要件に該当しなくとも、１日でも人員欠如があれば人員基準違反となり、指導の対象と

なります。「減算にならなければ人員欠如があってもよい」とは考えず、人員基準を遵守し

てください。 

●急な職員の退職等により、人員基準欠如となった場合や、人員基準欠如になる見込みとな

った場合には、必ず市に報告し相談を行ってください。 

 

 

 

●共同生活住居（ユニット）ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者をおかなければなり

ません。 

●ただし、共同生活住居（ユニット）の管理上支障がない場合は、以下の職務を兼ねることが

できます。 

①当該共同生活住居の他の職務に従事する場合 

※当該事業所に複数の共同生活住居がある場合、それぞれの共同生活住居の管理上

支障がない場合は、同一事業所の他の共同生活住居との兼務も可能です。 

②同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する場合 

③併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型共同

生活介護事業所の職務に従事する場合 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅲ 人員基準について 

１ 管理者（省令第91条、予防省令第71条、解釈第３－５－２（２）） 

管理者の要件 

●適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有

すること。 

●特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年

以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること。 

● 認知症対応型サービス事業管理者研修を修了していること。 

※ 「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講するには、「認知症介護実践者

研修（旧基礎課程を含む）」を修了していることが必要です。 

※ 管理者の変更の届出を行う場合、管理者交代時の研修の開催状況等を踏まえ、

研修の申込を行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は研修を修了し

ていない場合であっても差し支えありません。この場合は、必ず、事前に指導監査

課へ相談してください。 

 



- 6 - 

 

 

 

共同生活住居（ユニット）毎に以下の配置が必要です。 

 

●夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に利用者の数が３又はその端数を増すごとに、常勤

換算方法で１以上 

●前述の介護従業者のうち、１以上の者は常勤 

●夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜勤を行わせるために必要な数以

上 

※ ただし、３ユニットの事業所において、全てのユニットが同一の階において隣接し、介護従

業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合で

あって、事業者による安全対策（夜間の勤務に関するマニュアルの策定や避難訓練の実

施等）が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、事業所に置くべ

き介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜勤を行

わせるために必要な数以上とすることができます。この場合には、利用者のケアの質や職

員の負担にも配慮してください。 

●小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合

であって、上記の員数を満たす介護従業者を配置するほか、小規模多機能型居宅介護事

業所の人員を満たす従業者を置いている又は、看護小規模多機能型居宅介護事業所の

人員を満たす従業者を置いているときは、併設する小規模多機能型居宅介護事業所又は

看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができます。 

 

【ポイント】 

●介護従業者については、利用者が認知症を有する者であることから、認知症の介護等に

対する知識、経験を有する者であることを原則とします。なお、これ以外の介護従業者にあ

っても研修の機会を確保することなどにより質の向上を図るようにしてください。 

●夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応じて、1

日の活動の終了時刻から開始時刻までを基本として設定するものとし、これに対応して、

夜間及び深夜の時間帯以外の指定認知症対応型共同生活介護の提供に必要な介護従

業者及び夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除

く。）をいう。以下同じ。）を行わせるために必要な介護従業者を確保してください。 

例えば、利用者を８人とし、常勤の勤務時間を１日８時間とし、午後９時から午前６時まで

を夜間及び深夜の時間帯とした場合、午前６時から午後９時までの15時間の間に、８時間

×３＝延べ24時間の指定認知症対応型共同生活介護が提供され、かつ、当該時間帯にお

いては、常に介護従業者が１人以上確保されていることが必要となります。また、午後９時

から午前６時までは、夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者が１人以上確保されているこ

とが必要となります。 

●指定認知症対応型共同生活介護事業所の職務に従事する夜勤職員については、当該事

業所に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設され、以下の要件を満たすほか、入

居者の処遇に支障がないと認められる場合に限り、指定小規模多機能型居宅介護事業所

の職務を兼ねることができます。 

①指定認知症対応型共同生活介護事業所の定員と指定小規模多機能型居宅介護事業

所の泊りの定員の合計が９人以内であること。 

②指定認知症対応型共同生活介護事業所と指定小規模多機能型居宅介護事業所が同

一階に隣接しており、一体的な運用が可能な構造であること。 

 

２ 介護従業者（省令第90条、予防省令第70条、解釈第３－５－２（１）②） 
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●事業所ごとに１人以上おくことが必要です。 

●専らその職務に従事する者であることが必要です。 

ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所

の他の職務に従事することができます。管理者との兼務も可能です。 

●保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有

する者であることとされています。 

●「認知症介護実践者研修」又は「実践者研修基礎課程」を修了している必要があります。   

●計画作成担当者のうち少なくとも１は介護支援専門員をもって充てなければなりません。 

ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生

活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支

障がないときは、これを置かないことができます。 

●上記の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督す

るものとします。 

●介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員、介護老

人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に

関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとします。 

 

 

 

●代表者は、次のいずれかの経験を有している必要があります。 

①特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指

定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症

である者の介護に従事した経験を有する者 

②保健医療サービス又は福祉サービスの経営に携わった経験を有する者 

※これらのサービスは、高齢者に対して直接ケアを行っているものを想定しており、医療

系サービスとしては医療機関や訪問看護ステーションなど、福祉サービスとしては特

別養護老人ホームなどが考えられます。 

●代表者は、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了している必要があります。 

※代表者交代時に「認知症対応型サービス事業開設者研修」が開催されていないことによ

利用者の数（前年度の平均値とします。） 

平均値は、次のいずれかで算出します。 

①前年度の利用者の延べ数を当該年度の日数で除して得た数（小数点第二位以下を切

り上げ）  

②新規に指定を受け、若しくは事業を再開し、又は増床した事業所において、指定等に

係る部分について前年度における実績が12月に満たない場合は、次の通りとします。 

ア 指定等の時点から６月に満たないとき・・・指定等に係る定員数の90％ 

イ 指定等の時点から12月に満たないとき・・・過去６月における利用者の延べ数を 

当該６月の開所日数で除して得た数 

ウ 指定等の時点から12月以上経過しているとき・・・過去12月における利用者の 

延べ数を当該12月の開所日数          

で除して得た数 

③減床の場合は、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の利用者の延べ数を当

該減床後に開所日数で除して得た数（小数点第二位以下を切り上げます。） 

 

   

 

 

３ 計画作成担当者（省令第90条、予防省令第70条、解釈第３－５－２（１）③） 

４ 代表者（省令第92条、予防省令第72条、解釈第３－５－２（３）） 
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り当該代表者が「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了していない場合、代表

者交代の半年後又は次回の「認知症対応型サービス事業開設者研修」日程のいずれか

早い日までに「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了することで差し支えあり

ません。その際は、事前に指導監査課までご相談ください。 

 

【ポイント】 

●代表者とは、基本的には、運営している法人の代表者であり、理事長や代表取締役が該

当しますが、法人の規模によって、理事長や代表取締役をその法人の地域密着型サービ

ス部門の代表者として扱うのは合理的ではないと判断される場合においては、地域密着型

サービスの事業部門の責任者などを代表者として差し支えありません。したがって、指定認

知症対応型共同生活介護事業所の指定申請書に記載する代表者と異なることがあります。

なお、管理者とは、各事業所の責任者を指すものであり、各法人の代表者と異なりますが、

例えば、法人が一つの介護サービス事業所のみを運営している場合は、代表者と管理者

が同一であることも想定されます。 

   

 

 

 

（１）管理者 

●共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介

護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管

理者をもって充てることができます。 

 

（２）計画作成担当者 

●サテライト型事業所については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて「認知

症介護実践者研修」又は「実践者研修基礎課程」を修了している者を置くことができます。 

 

【ポイント】 

●「認知症介護実践者研修」又は「実践者研修基礎課程」を修了している者は、サテライト

事業所の利用者に係る認知症対応型共同生活介護計画の作成に従事するものとしま

す。 

 

 

 

（１）常勤 

●当該認知症対応型共同生活介護事業所における勤務時間が、当該事業所において定

められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間

を下回る場合は32 時間を基本とする）に達していることをいいます。 

●ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置

が講じられている者については、利用者の処遇に支障のない体制が事業所として整って

いる場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことが

可能です。常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務時間数

を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時

間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の

員数に換算する方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時

間の短縮措置の対象者の有無は問題にはなりません。 

５ サテライト型事業所の人員基準の緩和 

（省令第63条・第64条、予防省令第44条・第45条、解釈第３－４－２） 

６ 用語の定義（省令第２条、解釈第２－２－（１）） 
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●また、同一敷地内の事業所で、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し

支えないと考えられるものについては、職種ごとの時間数の合計が常勤の従業者が勤

務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たします。 

●また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭 

和22年法律第49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康

管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」とい

う。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第23条第２項の

育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第２号にかかる部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置に

よる休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該人員

基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとします。 

 

（２）常勤換算方法 

●従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（32

時間を下回る場合は、32時間を基本とします。）で除することにより、当該事業所の従業

者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。（小数点第二位以下を切

り捨て） 

 

（３）勤務延時間数 

●勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービ

スの提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられ

ている時間の合計数をいいます。 

●従業者一人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所にお

いて常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とします。 

 

【ポイント】 

●例えば、指定小規模多機能型居宅介護事業所と指定認知症対応型共同生活介護事業

所を併設している場合であって、介護従業者を兼務している場合、指定認知症対応型共

同生活介護従業者としての勤務時間だけを算入することとなります。 

 

（４）専ら従事する、専ら提供に当たる 

 ●原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをい

います。この場合のサービス提供時間とは、当該従業者の当該事業所における勤務時

間をいうものであり、常勤、非常勤の別を問いません。 
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●事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は１以上３以下（サテライト型事業所に

あっては、１又は２）とします。 

●共同生活住居は、その入居定員を５人以上９人以下とします。 

●共同生活住居には、下記の設備等を設けるものとします。 

（１）居室 

（２）居間  

（３）食堂 

（４）台所 

（５）浴室 

（６）消火設備 

（７）その他の非常災害に際して必要な設備 

（８）その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備 

 

（１）居室 

●１の居室の定員は、１人とします。ただし、利用者の処遇上必要と認める場合は、２人と

することができます。 

●１の居室の床面積は、7.43㎡以上（和室であれば4.5畳以上）とします。 

 

【ポイント】 

●生活の場であることを基本に、収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くこと

ができる充分な広さを有するものとしてください。 

●居室とは、廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室と明確に区分されているも

のをいい、単にカーテンや簡易なパネル等で室内を区分しただけと認められるものは含

まれません。ただし、一般の住宅を改修している場合など、建物の構造上、各居室間が

ふすま等で仕切られている場合は、この限りではありません。 

●居室を２人で利用することができる場合とは、例えば夫婦で居室を利用する場合などで

あって、事業所の都合により一方的に二人部屋とするべきでないとされています。なお、

二人部屋については、特に居室面積の最低基準は示されていませんが、充分な広さを

確保しなければなりません。 

 

（２）居間、食堂 

 ●居間及び食堂は、同一の場所とすることができます。 

 ●広さについては、原則として利用者及び介護従業者が一堂に会するのに充分な広さを確

保してください。 

 

【ポイント】 

●居間及び食堂を同一の場所とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれの機能が独

立していることが望ましいとされています。 

 

 

 

 

 Ⅳ 設備基準について（省令第93条、予防省令第73条、解釈第３－５－３） 
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（３）消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備 

 ●消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しな

ければなりません。なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所については、原則とし

て、全ての事業所でスプリンクラー設備の設置が義務付けられていますので、留意してく

ださい。 

 

（４）設備の共用等について 

●複数の共同生活住居を設ける場合であっても、居間、食堂及び台所については、それぞ

れ共同生活住居ごとの専用の設備でなければなりません。また、併設の他のサービス

の利用者がこれらの設備を共用することも原則として不可とされています。 

●ただし、共用型指定認知症対応型通所介護を、指定認知症対応型共同生活介護事業

所の居間又は食堂において行うことは可能です。その場合にあっては、家庭的な雰囲気

を維持する観点から、共用型指定認知症対応型通所介護の利用者は、共同生活住居ご

とに、同一の時間帯において３人を上限とし、当該指定認知症対応型共同生活介護事

業所の利用者の生活に支障のない範囲で居間又は食堂を利用することが必要です。 

●事務室については、それぞれの共同生活住居に対し、緊急時に速やかに対処できる距

離、位置関係にあるなど、管理上特に支障がないと認められる場合は、兼用であっても

差し支えありません。 

 

（５）認知症対応型共同生活介護事業所の立地について 

●利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は

住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるよ

うにしなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

１ サービス開始の前に 
 

 

 

 

 

●サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者等に対し、運営規程の概要等の重

要事項を記した文書（以下「重要事項説明書」という。）を交付して説明を行い、サービスの

提供の開始についての同意を原則として書面で得なければなりません。 

●当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により、同意を得

ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

●重要事項説明書の内容は、運営規程の内容と一致させてください。（運営規程を改正した

ときは、その内容に併せて重要事項説明書も改正してください。） 

●重要事項説明書に基づき説明をした際には、利用申込者等が重要事項に関する説明を受

けたこと、内容に同意したこと、及び重要事項説明書の交付を受けたことについて、利用申

込者等の署名又は記名、押印を得る等の方法により、明確にすることが望ましいです。 

 

【電磁的方法について（Ⅴ－５－22も参照）】 

●電磁的方法で提供する場合には、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その提供

方法及びファイルへの記録の方式を示し、文書又は電磁的方法により承諾を得なくてはな

りません。 

●電磁的方法で提供した場合であっても、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を

 Ⅴ 運営基準について 

１ 内容及び手続の説明及び同意 

（条例第19条（第５条）、予防条例第10条（第４条）、省令第108条（第３条の７）、予防省令第85条（第11条）、

解釈第３－５－４（16）） 

重要事項説明書に記載しなければならないことは以下のとおりです。 

 

① 運営規程の概要(法人及び事業所概要、サービス内容、利用料、利用上の留意

事項等) 

② 従業者の職種、員数及び職務内容 

③ 事故発生時の対応 

④ 苦情処理の体制(苦情処理の流れや事業所担当、市・国保連などの相談・苦情窓

口等） 

⑤ 提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月

日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況） 

⑥ その他運営に関する重要事項（協力医療機関の概要、身体的拘束等を行う際の

手続き等） 

 

 ※ 重要事項を記した文書は、入居申込者が事業所を選択する上で必要不可欠な

ものです。常に最新の情報を記載するようにしてください。 
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出力することにより文書を作成する（印刷する）ことができるものでなければなりません。 

●承諾が得られない場合は、電磁的方法での提供はできません。文書を交付したうえで説明

を行ってください。 

 

※「サービス提供開始についての同意」は、利用申込者等及び事業者等双方を保護する観

点から、契約書等の書面によって契約内容について確認を得てください。 

 

※重要事項説明書は、事業所の見やすい場所に掲示してください。ファイル等により、関係者

が自由に閲覧できる形で事業所に備え付けることでも差し支えありません。 

 

 

 

●正当な理由なくサービスの提供を拒んではなりません。特に、要介護度や所得の多寡を理

由にサービス提供を拒否することは禁止されています。 

 

※提供を拒むことができる正当な理由 

・事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

・その利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

 

 

 

 

●利用者の申し込みがあった場合は、その者の被保険者証（介護保険証）によって、被保険

者資格、要介護（要支援）認定の有無及び要介護（要支援）認定の有効期間を確認しなけ

ればなりません。 

●被保険証に、認定審査会の意見が記載されているときは、当該認定審査会の意見に配慮

して、サービスを提供するよう努めなければなりません。 

 

【ポイント】 

●横須賀市の被保険者であることを必ず確認してください。認知症対応型共同生活介護は

「地域密着型サービス」であるため、原則、横須賀市の被保険者のみ利用可能です。本市

以外の被保険者のまま利用した場合、保険給付は受けられませんので注意してください。 

 

 

 

 

●要介護（要支援）認定を受けていない者から、利用申込があった場合には、要介護（要支援）

認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用

申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければ

なりません。 

●要介護（要支援）認定の更新の申請が、要介護（要支援）認定の有効期間満了日の遅くと

も30日前までには行われるよう、必要な援助を行わなければなりません。 

 

 

 

２ 提供拒否の禁止（省令第108条（第３条の８）、予防省令第85条（第12条）、解釈第３－５－４（16）） 

３ 受給資格等の確認 

（省令第108条（第３条の10）、予防省令第85条（第14条）、解釈第３－５－４（16）） 

４ 要介護（要支援）認定の申請に係る援助 

（省令第108条（第３条の11）、予防省令第85条（第15条）、解釈第３－５－４（16）） 
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●認知症対応型共同生活介護は、要介護者又は要支援者（以下、「要介護者等」という。）で

あって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供

するものとします。 

●入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症で

ある者であることの確認をしなければなりません。 

※認知症であることの確認については、医師の診断書により確認を行うことが望ましいと考

えますが、主治医意見書に「認知症」であることが確認できれば可とします。ただし、介護

認定の認定調査票での確認は不可とします。 

●入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを

提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同介護事業

者、指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設及び介護医療院（以下「介護保険施設」と

いう。）、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければなりません。 

●入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなけ

ればなりません。 

●利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境

や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければなりません。 

●利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、指定

居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めなければなりません。 

 

【ポイント】 

●「自ら必要なサービスを提供することが困難と認めた場合」とは、利用対象者に該当しない

場合（認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者）、入居申込者が入院治療を要する

者である場合、当該護事業所の入居者数が既に定員に達している場合等です。 

●入居申込者が、家族による入居契約締結の代理や援助が必要であると認められながら、

これらが期待できない場合については、市町村とも連携し、成年後見制度や権利擁護に関

する事業等の活用を可能な限り図ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 入退居（省令第94条、予防省令第74条、解釈第３－５－４（１）） 
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２ サービス提供時 

 
 

 

●事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居

に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければなりません。 

これは、指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けている者が居宅療養管理指導以

外の居宅サービス及び施設サービスについて保険給付を受けることができないことを踏ま

え、他の居宅サービス事業者等が当該利用者が指定認知症対応型共同生活介護の提供

を受けていることを確認できるようにするものです。 

●事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービ

スの内容等を記録しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

※提供した具体的なサービス内容等の記録は、その完結の日から５年間保存しなくてはなり

ません。 

 

 

 

●利用者から、利用者の自己負担分の支払いを受けなくてはなりません。 

●法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護を提供した際に、そ

の利用者から支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密

着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければなりま

せん。 

●次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができます。 

①食材料費 

②理美容代 

③おむつ代 

④その他の日常生活費（指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる

ことが適当と認められるもの） 

 

 ※④の費用の具体的な範囲は、「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いに

ついて」（平成12年３月30日老企54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）によるもの

とします。 

 

【ポイント】  

●①～④の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得てく

ださい。 

１ サービス提供の記録（省令第95条、予防省令第75条、解釈第３－５－４（２）） 

記録すべき内容 

① サービス提供日 

② 提供した具体的なサービスの内容 

③ 利用者の心身の状況 

④ その他必要な事項 

２ 利用料等の受領（省令第96条、予防省令第76条、解釈第３－５－４（３）） 
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●保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の

支払いを受けることはできません。 

●①から④までの料金の変更にあたっては、事前に市に相談していただき、利用料金、運営

規程等の変更届の提出をしてください。 

 

 

 

 

●償還払いを選択している利用者から費用の支払い（10割全額）を受けた場合は、提供した

サービスの内容、費用の額その他利用者が保険給付を保険者に対して請求する上で必要

と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 保険給付の請求のための証明書の交付 

（省令第108条（第３条の20）、予防省令第85条（第23条）、解釈第３－５－４（16）） 
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３ サービス提供時の注意点 

 

 
 

（１）指定認知症対応型共同生活介護（省令第97条、解釈第３－５－４（４）） 

●利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利

用者の心身の状況を踏まえ、妥当かつ適切に行わなければなりません。 

●利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下

で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければなりません。 

●認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮し

て行わなければなりません。 

●共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法

等（※）について、理解しやすいように説明を行わなければなりません。 

※サービスの提供方法等とは、認知症対応型共同生活介護計画の目標及び内容や行

事及び日課等も含むものです。 

●指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはな

りません。 

●緊急やむを得ない場合に、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。 

●事業者は、身体拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じなければなりませ

ん。 

①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができます。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護従

業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

②身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

③介護従業者その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 取扱方針 

 

身体拘束等の適正化を図るための措置 

 

（１）身体的拘束適正化検討委員会（身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委

員会） 

●委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従業者により構成する場合のほか、

これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましいとされ

ています。 

●関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置

している場合、これと一体的に設置・運営することとしても差し支えありません。 

●テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。この際、個人情報保護委

員会、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守してください。 
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●事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げる

いずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければなりま

せん。 

①外部の者による評価 

②運営推進会議における評価（※） 

 

※運営推進会議における評価の手順等については、「運営推進会議を活用した評価の

実施等について（通知）」（令和４年11月10日 横福指211号） 

 （https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2615/kaigo- 

osirase/ghuneisuishinnkaigihyouka.html）を参照してください。 

 

●事業者が、報告・改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束等の適

正化について、事業所全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのもので

あり、決して従業者の懲罰を目的としたものでないことに留意することが必要です。 

具体的には次のようなことが想定されます。 

①身体拘束等について報告するための様式を整備すること。  

②介護従業者その他の従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記

録するとともに、①の様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

 ③身体的拘束適正化検討委員会において②により報告された事例を集計し、分析す

ること。 

 ④事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束

等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討するこ

と。  

⑤報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。  

⑥適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。  

 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針 

 ●指針には、次のような項目を盛り込んでください。 

①事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

②身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

③身体的拘束等適正化のための職員研修に関する基本方針 

④事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

⑤身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

⑥利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦その他身体的拘束等の適正化のための推進のために必要な基本方針 

 

（３）身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修 

●身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発をするとともに、

当該指定認知症対応型共同生活介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底

を行ってください。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定認知症対

応型共同生活介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育

（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研

修を実施することが重要です。また、研修の内容についても記録することが必要で

す。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えありません。 
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（２）指定介護予防認知症対応型共同生活介護（予防省令第86条第87条、解釈第４－３－３（１）（２）） 

〈基本取扱方針〉 

●利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければなりません。 

●事業者は、サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立

した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意

識してサービスの提供にあたらなければなりません。 

●事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサ

ービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービス

の提供を行わないよう配慮しなければなりません。 

●事業者は、サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分図ることその

他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努め

なければなりません。 

●事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を

行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常

にその改善を図らなければなりません。 

   ①外部の者による評価 

②運営推進会議における評価 

 

 【ポイント】 

●提供されたサービスについては、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に定める目

標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うなど、その

改善を図らなければなりません。 

 

〈具体的取扱方針〉 

●サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の

適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活

全般の状況の的確な把握を行わなければなりません。 

●サービスの提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの

役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなけれ

ばなりません。 

●サービスの提供に当たっては、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、利

用者が日常生活を営むのに必要な支援を行わなければなりません。 

●サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければなりませ

ん。 

●計画作成担当者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護従

業者と協議の上、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予

防認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければなりません。 

●計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、

通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様

な活動の確保に努めなければなりません。 

●計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、

その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければな

りません。 
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●計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当

該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければなりません。 

●計画作成担当者は、他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介

護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行

うことにより、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービスの提供の開始

時から、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提供を行

う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防認知症対応型共同生活介護

計画の実施状況の把握（モニタリング）を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を

行ってください。 

●計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型

共同生活介護計画の変更を行ってください。 

 

【ポイント】 

●介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、主治医又は主治の歯

科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の状況を把握・分析し、介護予防

認知症対応型共同生活介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメ

ント）、これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的内容、

所要時間、日程等を明らかにするものとします。なお、介護予防認知症対応型共同生活

介護計画の様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えありません。 

●通所介護等の活用とは、介護保険給付の対象となる通所介護ではなく、当該指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業者と通所介護事業者との契約により、利用者に介

護保険給付の対象となる通所介護に準ずるサービスを提供するものです。 

●その他の多様な活動とは、地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエーション、

行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好に応じた活動等をいうものです。 

●介護予防認知症対応型共同生活介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望

を踏まえて作成されなければならないものです。その内容について説明を行った上で利

用者の同意を得ることにより、サービス内容等への利用者の意向を反映してください。 

●計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の目標や内容等につい

て、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や

評価についても説明を行ってください。 

●利用者が共同生活を送る上で自らの役割を持つことにより、達成感や満足感を得、自信

を回復するなどの効果が期待されます。 

●利用者にとって当該共同生活住居が自らの生活の場であると実感できるよう必要な援

助を行わなければなりません。 

●介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合で、介護予防サービ

ス計画に基づきサービスを提供している事業者は、当該介護予防サービス計画を作成し

ている事業者から介護予防認知症対応型共同生活介護計画の求めがあった際には、

当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を提供することに協力するよう努めなけ

ればなりません。 
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●共同生活住居の管理者は、計画作成担当者に認知症対応型共同生活介護計画の作成に

関する業務を担当させるものとします。 

●認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における

活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければなりま

せん。 

●計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス

の内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければなりません。 

●計画作成担当者は認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければなりません。 

●計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該計画を利用

者に交付しなければなりません。 

●計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従

業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サー

ビス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実

施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものと

します。 

 

【ポイント】 

●認知症対応型共同生活介護計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらにこれを利

用者に強制することとならないように留意しなければなりません。 

●通所介護の活用とは、介護保険給付の対象となる通所介護ではなく、当該指定認知症対

応型共同生活介護事業者と通所介護事業者との間の契約により、利用者に介護保険給付

の対象となる通所介護に準ずるサービスを提供することです。 

●その他の多様な活動とは、地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエーション、行

事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好に応じた活動等をいいます。 

●短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合で、居宅サービス計画に基づきサ

ービスを提供している認知症対応型共同生活介護事業者は、当該居宅サービス計画を作

成している介護支援専門員からサービス計画の提出を求められたら、協力するよう努めて

ください。 

 

 

 

●介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよ

う、適切な技術をもって行わなければなりません。 

●事業者は、利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業

者以外の者による介護を受けさせてはなりません。 

●利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努め

るものとします。 

 

【ポイント】 

●介護サービスの提供に当たっては、利用者の人格に十分に配慮しなければなりません。 

●指定認知症対応型共同生活介護は、施設サービスに準じ、当該共同生活住居において完

２ 認知症対応型共同生活介護計画の作成（省令第98条、解釈第３－５－４（５）） 

３ 介護等（省令第99条、予防省令第88条、解釈第３－５－４（６）、解釈第４－３－３（３）） 
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結する内容であることを踏まえ、居宅療養管理指導を除く他の居宅サービスを、入居者に

その負担によって利用させることはできません。ただし、認知症対応型共同生活介護事業

者の負担により、通所介護等のサービスを利用に供することは差し支えありません。 

 

 

 

 

●事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければなりません。 

●利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、その者又はそ

の家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければなり

ません。 

※金銭に関するものについては、書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後は

その都度本人に確認を得てください。 

●常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会（※）を確

保するよう努めなければなりません。また、利用者と家族の面会の場所や時間等について

も、利用者や家族の利便を図るようにしてください。 

※利用者とその家族が交流できる機会の確保にあたって想定される具体的な活動とは、 

①当該共同生活住居の会報の送付 

②事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等が考えられます。 

 

【ポイント】 

●画一的なサービスを提供するのではなく、利用者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動を行

うことができるよう必要な支援を行うことにより、利用者が充実した日常生活を送り、利用者

の精神的な安定、行動障害の減少及び認知症の症状の進行を緩和するよう努めてくださ

い。 

 

 

 

 

●利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通

知しなければなりません。 

①正当な理由なしに指定認知症対応型共同生活介護の利用に関する指示に従わないこと

により、要介護・要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。 

②偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

 

 

●指定認知症対応型共同生活介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ事業者が定めた協力

医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりません。 

 

【ポイント】 

●協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましいとされています。 

●緊急時において円滑な協力を得るため、協力医療機関との間で予め必要な事項を取り決

めておいてください。 

４ 社会生活上の便宜の提供等 

（省令第100条、予防省令第89条、解釈第３－５－４（７）、解釈第４－３－３（４）） 

５ 利用者に関する市町村への通知 

（省令第108条（第３条の26）、予防省令第85条（第24条）、解釈第３－５－４（16）） 

６ 緊急時等の対応（省令第108条（第80条）、予防省令第85条（第56条）、解釈第３－５－４（16）） 
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４ 事業所運営 

 
 

 

●管理者は、事業所の従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実

施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとします。 

●管理者は、事業所の従業者に基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとします。 

 

 

 

●共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サ

ービス（サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提

供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。）、指定介護予防サービス若しくは指定地

域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理

する者であってはなりません。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等

により共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りではありません。 

 

 

 

●共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めな

ければなりません。 

①事業の目的及び運営の方針 

②従業者の職種、員数及び職務内容 

③利用定員 

④指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑤入居に当たっての留意事項 

⑥非常災害対策 

⑦虐待防止のための措置に関する事項（令和６年３月31日までは努力義務とされていま

す。） 

⑧その他運営に関する重要事項 

   （「衛生管理」「事故発生時の対応」「従業者及び退職後の秘密保持」「苦情・相談体制」

「従業者の研修」「緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合の手続き」「運営推

進会議の開催」等） 

 

【留意事項】 

●④「指定認知症対応型共同生活介護の内容」にあっては、通所介護等を利用する場合に

ついては、当該サービスを含めたサービスの内容を指すものであることに留意してください。 

 

 

 

●事業者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めて

おかなければなりません。 

●介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ること

ができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければなりません。 

１ 管理者の責務（省令第108条（第28条）、予防省令第85条（第26条）、解釈第３－５－４（16）） 

２ 管理者による管理（省令第101条、予防省令第78条） 

３ 運営規程（省令第102条、予防省令第79条、解釈第３－５－４（８）） 

４ 勤務体制の確保等（省令第103条、予防省令第80条、解釈第３－５－４（９）） 
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【ポイント】 

●共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼

務関係、夜間及び深夜の勤務の担当者等を明確にしてください。 

 

●事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなりま

せん。 

【ポイント】 

●要介護者であって認知症の状態にあるものの介護を専ら担当することにかんがみ、特に認

知症介護に関する知識及び技術の修得を主たる目的とする研修を受講する機会を確保す

るよう努めてください。 

 

●介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護

基礎研修を受講させるために必要な措置を講じなくてはなりません。これは、介護に係る全

ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、

認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施されるものです。 

※義務付けの対象とならない者 

各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得

している者。 

具体的には、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、

介護職員初任者研修修了者、生活援助従業者研修修了者、介護職員基礎研修課程又

は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、

薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養

士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等 

※義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月31日まで

の間は、努力義務とされています。事業者は、令和６年３月31日までに医療・福祉関係

資格を有さない全ての従業者に対し認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措

置を講じる必要があります。 

※新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さない者に限る。）に対する当該義務

付けの適用については、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を経過

するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとします（この場合についても、令和６

年３月31日までは努力義務となります）。 

 

●事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必

要な措置を講じなければなりません。 
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セクシャルハラスメント等の防止について 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法

律第113号）第11条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律第132号）第30条の２第１項の規定に基

づき、事業主には、職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場

におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務付

けられていることを踏まえ、令和３年４月から新たに規定されました。 

 なお、セクシャルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族から

受けるものも含まれることに留意してください。 

 

●事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因す

る問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働省告示

第615号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に

関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号、以

下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されている内容を参照してください。 

利用者又はその家族からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、

必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管

理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましいです。 

 

【ポイント】 

●事業主が講ずべき措置において、特に留意されたい具体的な内容は以下のとおりで

す。 

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨

の方針を明確化し、従業者に周知・啓発してください。 

②相談（苦情を含む。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓

口をあらかじめ定め、労働者に周知してください。 

 

●事業主が講じることが望ましい取組 

①顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、事業主が雇

用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例は以下のとおりです。 

（１）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備している。 

（２）被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対

して１人で対応させない等）を行っている。 

（３）被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況

に応じた取組）を規定している。 

 

●「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「（管理職・職員向け）研修のための手

引き」等を参考にしてください。 

（厚生労働省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 
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●入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはなりません。ただし、災害その他やむを得

ない事情がある場合は、この限りではありません。 

 

 

 

 

●事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければなり

ません。 

●事業者は、介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施しなければなりません。 

●事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとします。 

 

※当該規定は、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされています。 

 

【ポイント】 

●業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連携等

により行うことも差し支えありません。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が

連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従

業者が参加できるようにすることが望ましいです。 

●業務継続計画には、以下の項目等を記載してください。なお、各項目の記載内容について

は、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」

及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してくだ

さい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については

実態に応じて設定してください。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定し

ても差し支えありません。 

（１）感染症に係る業務継続計画 

ア 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保

等） 

イ 初動対応 

ウ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情

報共有等） 

（２）災害に係る業務継続計画 

ア 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合

の対策、必要品の備蓄等） 

イ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ウ 他施設及び地域との連携 

●研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有する

とともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとしま

す。 

 

５ 定員の遵守（省令第104条、予防省令第81条） 

６ 業務継続計画の策定等 

（省令第108条（第３条の30の２）、予防省令第85条（第28条の２）、解釈第３－５－４（12）） 
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●職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年２回以上）な教育を開催するととも

に、新規採用時には別に研修を実施することが望ましいです。また、研修の実施内容につ

いても記録してください。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の

予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えありません。 

●訓練（シュミレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において、迅速に行動

できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生し

た場合に実践するケアの演習等を定期的（年２回以上）に実施するものとします。なお、感

染症の業務継続計画に係る訓練については感染症の予防及びまん延防止のための訓練

と、一体的に実施することも可能です。 

●訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問いませんが、机上及び実地で実施するもの

を適切に組み合わせながら実施することが適切です。 

 

 

 

 

●非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な

訓練を行わなければなりません。 

●訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めてください。そのため

には、運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓

練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要です。 

 

【ポイント】 

●非常災害に関する具体的計画とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水

害、地震等の災害に対処するための計画を言います。 

●消防計画の策定及び消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置くこ

ととされている事業所においては、防火管理者が行うこととなります。 

防火管理者を置かなくともよい事業所にあっては、防火管理について責任者を定め、その

責任者が消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行ってください。 

●訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効

性のあるものとしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 非常災害対策 

（省令第108条（第82条の２）、予防省令第85条（第58条の２）、解釈第３－５－４（16）） 

 

水防法・土砂災害防止法による避難確保計画の作成・避難訓練の義務化 

 令和３年５月に水防法（昭和24年法律第193号）及び土砂災害警戒区域等の土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）が改正され、浸水想定区域や土砂災

害警戒区域内にあり、市町村の地域防災計画に名称などを位置づけられた要配慮者利用

施設（社会福祉施設（老人福祉施設、身体障がい者施設、児童福祉施設、保護施設、母子

福祉施設等）、幼稚園、ろう学校、盲学校、病院、診療所、助産院（有床のみ）等、要配慮

者が一時的にでも滞在していて、災害時に避難する可能性のある施設）は、避難確保計画

の作成・避難訓練の実施及びその報告書の作成が義務化されました。 

本市におきましても令和４年３月の地域防災計画の改訂をもって、対象の施設（事業所）

を定めており、対象となる施設(事業所)の管理者等の皆様におかれましては、避難確保計

画の作成・提出及び避難訓練の実施・実施報告書の提出をお願いしているところです。 
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●主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

協力医療機関を定めておかなければなりません。  

●あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければなりません。 

●サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、病院等のバックアップ施設との間の連携及び支援の体制を整えなけ

ればなりません。 

 

【ポイント】 

●協力医療機関及び協力歯科医療機関は、事業所から近距離にあることが望ましいとされ

ています。 

●協力医療機関等やバックアップ施設から、利用者の入院や休日夜間等における対応につ

いて円滑な協力を得るため、協力医療機関等との間であらかじめ必要な事項を取り決めて

おくようにしてください。 

 

 

 

●利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければなりません。 

 

【ポイント】 

●食中毒・感染症の発生防止のための措置等については、必要に応じ保健所の助言、指導

を求めるとともに、常に密接な連携を保ってください。 

●厚生労働省より出されている「介護現場における感染症対策の手引き」等を活用してくださ

い。また、インフルエンザ、O-１５７、レジオネラ症の対策については、別途通知が出ている

ので、これに基づき、適切な措置を講じてください。 

●空調設備等により施設内の適温の確保に努めてください。 

 

●事業者は、事業所において感染症が発生し、又は、まん延しないように、次に掲げる措置

を講じなければなりません。これらの措置は、事業所に実施が求められるものですが、他

のサービスの事業者との連携等により行うことも差し支えありません。 

 （１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレ

８ 協力医療機関等 

（省令第105条、予防省令第82条、条例第19条（第15条）、予防条例第10条（第６条）、解釈第３－５－４（10）） 

９ 衛生管理等（省令第108条（第33条）、予防省令第85条（第31条）、解釈第３－５－４（13）） 

 

対象施設一覧や、避難確保計画等の作成及び本市への報告の流れ等につきましては、

本市ホームページにてご案内しておりますので、ご確認ください。 

 

※「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について」は、横須賀市のホーム

ページに掲載していますので、ご確認ください。 

【掲載場所】横須賀市ホームページ 

 ホーム＞くらし・環境＞安心・安全＞災害防災＞「要配慮者利用施設における避難確保

計画の作成等について」 
（http://www.yokosuka.kanagawa.jp/0525/hinankakuhokeikaku/hinankakuhokeikakusakusei.html） 
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ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。 

 （３）事業所において、介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及

び訓練を定期的に実施すること。 

※当該規定は、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされています。 

 

【ポイント】 

●感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広

い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外

部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましいです。構成メンバーの責任及び役割分担

を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必要です。感染対策委員会は、

利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとと

もに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要があります。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守してください。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営

することとしても差し支えありません。また、事業所に実施が求められるものですが、他の

サービス事業者との連携等により行うことも差し支えありません。 

●感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の

対策及び発生時の対応を規定します。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策

（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防

止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等へ

の報告等が想定されます。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関

への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要です。 

 なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引

き」を参照してください。 

●感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

介護従業者に対する「感染症の予防及びまん延防止のための研修」の内容は、感染対

策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基

づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとします。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年２回以上）

を開催するとともに、新規採用時には感染症対策研修を実施することが望ましいです。ま

た、研修の実施内容についても記録することが必要です。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上の

ための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の

実態に応じ行ってください。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練

（シュミレーション）を定期的（年２回以上）に行うことが必要です。訓練においては、感染症

発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づ
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き、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するもの

とします。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施する

ものを適切に組み合わせながら実施してください。 

 

※「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」は、下記に掲載しています。 

横須賀市ホームページ 

ホーム＞健康・福祉・教育＞年金・保険＞高齢者福祉・介護保険 

＞介護保険サービス事業者＞衛生・健康管理関係 

＞高齢者介護における感染対策マニュアルについて 

（https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2615/kaigo-osirase/20130207yobou.html） 

 

 

 

●事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護従業者の勤務の体制、事故発生時の

対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施

した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）、利用料その他の

サービスの選択に資すると認められる重要事項（苦情処理の概要等を含む。）を掲示しな

ければなりません。 

●重要事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由

に閲覧させることにより、掲示に代えることができます。 

 

【ポイント】 

●見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はその

家族に対して見やすい場所です。 

●重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族等が

自由に閲覧できる形で事業所内に備え付けることで、掲示に代えることができます。 

●従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示するものであ

り、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではありません。 

 

 

 

●従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして

はなりません。 

●事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置（※）を講じなければなりません。 

※従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従業者の雇用時等に

取り決めておく等措置を講ずるべきとされています。 

●サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利

用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得てお

かなければなりません。 

 ※この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくこ

とで足りるものです。 

●個人情報保護法の遵守について 

介護保険事業者の個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインが厚生労働省から出さ

10 掲示（省令第108条（第３条の32）、予防省令第85条（第32条）、解釈第３－５－４（16）） 

11 秘密保持等（省令第108条（第３条の33）、予防省令第85条（第33条）、解釈第３－５－４（16）） 
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れています。 

 （掲載場所）「介護情報サービスかながわ」（https://www.rakuraku.or.jp/kaigo/） 

＞ライブラリー（書式/通知）＞５．国・県の通知＞個人情報の適切な取扱いについて 

 

 

 

●事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものとなってはいけませ

ん。 

 

 

 

 

●事業者は、指定居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）又はその従業者に対し、被

保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の

利益を供与してはなりません。 

●事業者は、指定居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）又はその従業者から、当該

共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を

収受してはなりません。 

 

【ポイント】 

●このような行為は、指定の取消等を直ちに検討すべきとされる重大な基準違反です。 

 

 

 

●提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

に、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければなりません。 

 

【ポイント】 

●必要な措置とは、次の①から③までの通りです。 

①苦情を受け付けるための窓口を設置すること。 

②苦情・相談の体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置

の概要について明らかにすること。 

③①、②を利用者等にサービスの内容を説明する文書（重要事項説明書等）に記載すると

ともに、事業所に掲示すること。 

※苦情の相談窓口については、事業所に設置するもののほか、市町村及び国民健康保険

団体連合会の窓口についても利用者等に周知する必要があります。 

 

●事業所が苦情を受けた場合 

利用者等からの苦情を受け付けた場合は、苦情に対し事業所が組織として迅速かつ適切

に対応するため、事業所は、当該苦情の受付日、内容、対応等を記録しなければなりませ

ん。 

●市町村に苦情があった場合 

市町村から文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの

質問若しくは照会があった場合は、その調査に協力しなければなりません。 

また、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って、必要な改

12 広告（省令第108条（第３条の34）、予防省令第85条（第34条） 

13 居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）に対する利益供与等の禁止 

（省令第106条、予防省令第83条、解釈第３－５－４（11）） 

14 苦情処理（省令第108条（第３条の36）、予防省令第85条（第36条）、解釈第３－５－４（16）） 
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善を行わなければなりません。 

市町村からの求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を市町村

に、報告しなければなりません。 

●国保連に苦情があった場合 

利用者等からの苦情に関して、国保連が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従い必要な改善を行わなければなりません。 

国保連から求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を国保連に

報告しなければなりません。 

●苦情に対するその後の措置 

事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、

苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行わなければなりませ

ん。 

  

 

 

●事業者は提供したサービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切なサービスが

行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければなりません。 

 

【ポイント】 

●事業者は、市の求めに応じ、事業所の運営規程の概要や勤務体制、管理者及び介護支援

専門員等の資格や研修の履修状況、利用者が負担する料金等の情報について提出しな

ければなりません。また、当該情報について自ら一般に公表するよう努めなければなりま

せん。 

 

 

 

【運営推進会議】 

●運営推進会議を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し

運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く

機会を設けなければなりません。 

●運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。ただし、利用者等が参

加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について利用者等の同意を得なければ

なりません。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

●運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録

を公表しなければなりません。 

●運営推進会議の報告等の記録は、その完結の日から５年間保存しなければなりません。 

 

 

 

 

 

15 調査への協力等 （省令第108条（第84条）、予防省令第85条（第60条）、解釈第３－５－４16）） 

16 地域との連携等 （省令第108条（第34条）、予防省令第85条（第39条）、解釈第３－５－４（16）） 

運営推進会議とは 

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員又は事業所が所在する区域を管轄する地域

包括支援センターの職員、認知症対応型居宅介護について知見を有する者等により構成される協

議会です。地域住民の代表とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等が考えられます。 
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【ポイント】 

●運営推進会議は、会議において、サービス内容等を明らかにすることにより、事業所による

利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確

保を図ることを目的として設置するものです。 

●他の地域密着型サービス事業所を併設している場合においては、1つの運営推進会議に

おいて、両事業所の評価等を行うことが可能です。 

●運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワークの形成の促進等の観点から、次に掲

げる条件を満たす場合は、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催することが可能で

す。 

①利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 

②同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク

形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在

する事業所であっても差し支えありません。 

※運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、１年度

に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えてはいけません。また、外部評価

を実施する運営推進会議は、単独開催で行ってください。 

●運営推進会議を開催後、速やかに報告書を指導監査課に提出してください。 

 

【その他】 

●その事業の運営に当たっては、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う

等の地域との交流を図らなければなりません。 

●その事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、市

町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力

するよう努めなければなりません。 

 

 

 

 

●１年に１回以上、サービス改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサー

ビスについて評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について、外部の

者による評価又は運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価（外部評価）

を行ってください。 

●外部評価の実施回数の緩和を受けた場合、外部評価の実施を２年に１回とすることができ

ます。自己評価については、緩和の適用に関わらず、毎年実施してください。 

 

【自己評価】 

●①事業所の全ての従業者が提供するサービスについて振り返りを行い、②その上で他の

従業者の振り返り結果を当該事業所の従業者が相互に確認しながら、現状の課題や質の

向上に向けて必要となる取組みについて話し合いを行ってください。 

●事業所が提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の

質の向上を目指します。 

 

【外部評価（運営推進会議において行うもの）】 

●運営推進会議において、事業所が行った自己評価結果に基づき、サービスの内容や課題

等について共有を図るとともに、利用者、市職員、地域住民の代表者等が第三者の観点か

17 自己評価及び外部評価 

 （省令第108条（第34条）、予防省令第85条（第39条）、解釈第３－５－４（16）） 
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ら評価を行い、新たな課題や改善点を明らかにしてください。 

●実施に当たっては、「運営推進会議を活用した評価の実施等について（通知）」（令和４年11

月10日 横福指第211号）を参照のうえ、指定の様式を使用してください。 

 ※横須賀市ホープページ＞福祉・子育て＞福祉＞介護・高齢 

＞介護保険サービス事業者＞重要なお知らせ（届出・回答を要するものを含む） 

＞認知症対応型共同生活介護における運営推進会議を活用した評価の実施等について 

（https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2615/kaigo-osirase/ghuneisuishinnkaigihyouka.html） 

 

【ポイント】 

●外部評価を実施する運営推進会議は、単独開催で行ってください。 

●外部評価を実施する運営推進会議には、市職員又は地域包括支援センター職員、指定認

知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要

です。 

●指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第３条の37第１項に

定める介護・医療連携推進会議、第34条第１項（第88条、第108条及び第182条において準

用する場合に限る。）に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について（平成27

年３月27日老振発0327第四・老老発0327第一）の内容を確認してください。 

 

【結果の公表】 

●自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、公表

してください。公表の方法としては、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス

情報公表システムを活用することが考えられますが、法人ホームページへの掲載、事業所

内の外部の者にも確認しやすいい場所への掲示、市窓口や地域包括支援センターへの掲

示等により行うことも差し支えありません。 

●外部評価（運営推進会議を活用したものを含む。）を行ったら、速やかに報告書を指導監査

課へ提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※外部評価の実施回数の緩和について 

次の要件を満たし、市に届出た場合は、外部評価の実施を２年に１回とすることが

できます。 

①実施回数の緩和の適用を受ける年度の前５年間において継続して外部評価を

実施していること。（運営推進会議を活用した評価については、継続年数に算入

することはできません。） 

②実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において実施した外部評価の

「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市に提出していること。 

③実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において、運営推進会議を６回

以上開催していること。 

④実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度に開催された運営推進会議に市

の職員又は地域包括支援センターの職員が１回以上出席していること。 

⑤「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の２、３、４、６の実施状況

が適切であること。 
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●サービスの提供により、事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者

に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりませ

ん。 

●事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければなりません。 

●事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければなりません。 

 

【ポイント】 

●事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ定めておくことが望ましいです。 

●事故が起きた場合の連絡先・連絡方法について、あらかじめ事業所で定め、従業員に周知

してください。 

●事故が発生した場合は、市町村に対し、速やかに事故報告書の提出をしてください。 

事故報告書の提出先は、①事故の対象となる利用者等の保険者、②事業所所在地の市

（横須賀市民生局福祉こども部介護保険課給付係）です。 

●少なくとも事業所が所在する市においては、どのような事故が起きた場合に報告するか確

認しておいてください。（横須賀市ホームページに掲載の「介護保険事業者における事故発

生時の報告取扱要領」を参照してください。） 

●事故が生じた際には、その原因を分析し、再発を防ぐための対策を講じてください。 

●速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、賠償資力を有することが望ま

しいとされています。 

 

 

 

 

●虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極

めて高く、指定認知症対応型共同生活介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講

じなければなりません。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等に

ついては、「高齢者虐待等の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成

17年法律第124号）に規定されているところですが、その実効性を高め、利用者の尊厳の

保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じ

てください。 

①虐待の未然防止 

指定認知症対応型共同生活介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮

を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、研修等を通じて、従業者にそれ

らに関する理解を促す必要があります。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定

する要介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要で

す。 

②虐待等の早期発見 

指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者は、虐待等を発見しやすい立場にあ

ることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市

町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましいとされています。また、利用者

及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、

18 事故発生時の対応 

 （省令第108条（第３条の38）、予防省令第85条（第37条）、解釈第３－５－４（16）） 

 

19 虐待の防止 

 （省令第108条（第３条の38の２）、予防省令第85条（第37条の２）、解釈第３－５－４（14）） 
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適切な対応をしてください。 

③虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定認知

症対応型共同生活介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等

が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとします。 

 

●上記の観点を踏まえ、虐待の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発

を確実に防止するために次に掲げる事項を実施しなければなりません。 

①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとします。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底をはかること。 

②事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

④①から③に掲げる措置を適切に実施するための担当者をおくこと。 

※当該規定は、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされています。 

 

【ポイント】 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会 

●虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場

合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅

広い職種で構成します。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期

的に開催することが必要です。また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用する

ことが望ましいです。 

●虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであるこ

とが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限ら

れず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要です。 

●虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えありません。また、事業所に実施が求められるものですが、他のサ

ービス事業者との連携等により行うことも差し支えありません。 

●虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

り扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守してください。 

●虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとされてい

ます。その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止

策等）は、従業者に周知徹底を図る必要があります。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行わ

れるための方法に関すること 

へ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策

に関すること 

ト への再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 
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（２）虐待の防止のための指針 

●事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込んでくださ

い。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のための必要な事項 

 

（３）虐待の防止のための従業者に対する研修 

●従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎

的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該事業所における指針

に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとされています。職員教育を組織的に徹底させ

ていくためには、当該事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修

（年２回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実

施することが重要です。 

●研修の実施内容についても記録することが必要です。 

●研修の実施は、事業所内の研修で差し支えありません。 

 

（４）虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 

 ●事業所における虐待を防止するための体制として、前述の（１）から（３）までに掲げる措

置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要です。当該担当者としては、

虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましいです。 

 

 

 

●事業所ごとに経理を区分するとともに、指定認知症対応型共同生活介護の事業の会計と

その他の事業の会計を区分しなければなりません。 

 

【ポイント】 

●「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」（平成13年３月28日老振発第18

号）、「介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて」

（平成24年３月29日老高発0329第１号）、「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の

取扱いについて」（平成12年３月10日老計第８号）を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

20 会計の区分 （省令第108条（第３条の39）、予防省令第85条（第38条）、解釈第３－5－４（16）） 
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●事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりませ

ん。 

●事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる

記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなりません。 

①（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画 

②提供した具体的なサービスの内容等の記録 

③身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由の記録 

④利用者に関する市町村への通知に係る記録 

⑤苦情の内容等の記録 

⑥事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

⑦運営推進会議に関する報告、評価、要望、助言等の記録 

●会計に関する記録（指定（介護予防）認知症対応型居宅介護の提供に係る保険給付の請

求に関するものに限る。）を、その完結の日から５年間保存しなければなりません。 

 

※「その完結の日」とは 

上記①～⑥については、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施設へ

の入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指す

ものとします。 

⑦については、運営推進会議を開催し、報告、評価、要望、助言等の記録を公表した日を

指すものとします。 

 

 

 

【電磁的記録】 

●事業者及びサービスの提供に当たる者（以下本項において「事業者等」という。）は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいいます。以下同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものにつ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいいます。）により行うことができます。 

 

【ポイント】 

●事業者等の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、基準省令で規定す

る書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により

行うことができます。 

①電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録する方法または磁気ディスク等をもって調整する方法によること。 

②電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

21 記録の整備 

 （条例第18条、予防条例第９条、省令第107条、予防省令第84条、解釈第３－５－４（15）） 

 

22 電磁的記録等 （省令第183条、予防省令第90条、解釈第５） 
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イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業

者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調整す

るファイルにより保存する方法 

③その他、基準省令において電磁的記録により行うことができるとされているものは、①及

び②に準じた方法によること。 

④また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

【電磁的方法】 

●事業者等は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）

のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものに

ついては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいいます。）によること

ができます。 

 

【ポイント】 

●利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務

負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている、又は想定される

交付等について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法により行うこ

とができます。 

①電磁的方法による交付は、基準省令の規定に準じた方法によること。 

②電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした

場合等が考えられること。なお、「押印についてのQ＆A（令和２年６月19日内閣府・法務

省・経済産業省）」を参考にすること。 

③電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、

書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。な

お、「押印についてのQ＆A（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

④その他、基準省令において電磁的方法によることができるとされているものは、①から③

までに準じた方法によること。ただし、基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定

めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

⑤また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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１ 基本報酬 
 

 
①基本となる単位数に加算・減算の計算を行います。 

※加算減算の計算を行うごとに、小数点以下の四捨五入を行います。 

②算出した単位数に単価（横須賀市は、10.45円）を乗じます。 

 ※１円未満の端数は切り捨てます。 

③②で算出した額に、90％（１割負担の場合、２割負担の場合は80％、３割負担の場合は

70％）を乗じた額が保険請求額となり、総額から保険請求額を引いた額が利用者負担とな

ります。 

 

 

 

イ 認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

（１）認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ） 共同生活住居の数が１ 

（一） 要介護１ 764単位 

（二） 要介護２ 800単位 

（三） 要介護３ 823単位 

（四） 要介護４ 840単位 

（五） 要介護５ 858単位 

 

（２）認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 共同生活住居の数が２以上 

（一） 要介護１ 752単位 

（二） 要介護２ 787単位 

（三） 要介護３ 811単位 

（四） 要介護４ 827単位 

（五） 要介護５ 844単位 

 

ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

（１）短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ） 共同生活住居の数が１ 

（一） 要介護１ 792単位 

（二） 要介護２ 828単位 

（三） 要介護３ 853単位 

（四） 要介護４ 869単位 

（五） 要介護５ 886単位 

 

（２）短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 共同生活住居の数が２以上 

（一） 要介護１ 780単位 

（二） 要介護２ 816単位 

（三） 要介護３ 840単位 

（四） 要介護４ 857単位 

（五） 要介護５ 873単位 

 Ⅵ 介護報酬請求上の注意点について 

１ 介護報酬の算出方法（報酬基準、予防報酬基準、留意事項第２－１（１）） 

１） 

 

２ 基本単位数（報酬基準別表５、予防報酬基準別表３、厚労告96） 

１） 
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イ 介護予防認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

（１）介護予防認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ） 共同生活住居の数が１  

760単位 

（２）介護予防認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 共同生活住居の数が２以上  

748単位 

 

ロ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

（１）介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ） 共同生活住居の数が１ 

788単位 

（２）介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 共同生活住居の数が２以上 

776単位 

 

 

 

（１）施設基準 

●当該指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地域密

着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サ

ービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療

施設の運営について３年以上の経験が必要です。 

●次のいずれにも適合することが必要です。ただし、利用者の状況や利用者家族等の事情

により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型

共同生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付け

られていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する場合であって、当該利用者

及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては（一）及び（二）の規定にかかわらず、

当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに定員を超え

て、短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことができます。 

（一）事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものである

こと。 

（二）１の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同生活介護を受ける利用者

の数は１名とすること。 

●利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定めてください。 

●短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者が確

保されていることが必要です。 

 

（２）留意事項 

●事業所の共同生活住居の定員の合計数を超えて行う短期利用認知症対応型共同生活介

護は、あくまでも、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護を受ける必要がある者に

のみ提供が認められるものであり、当該利用者に対する短期認知症対応型共同生活介護

の提供は、７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情があ

る場合は、14日）を限度に行ってください。 

●当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合とは、当該利用者を当該事業所の

共同生活住居の利用者とみなして、当該利用者の利用期間を通じて人員基準を満たして

おり、かつ、当該利用者が利用できる個室を有している場合とする。特に個室の面積の最

低基準は示していないが、当該利用者の処遇上、充分な広さを有していること。ただし、個

３ 短期利用認知症対応型共同生活介護費（厚労告96-31、留意事項第２－６（１）） 

１） 
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室以外であっても、１人当たりの床面積はおおむね7.43㎡以上で、プライバシーの確保に

配慮した個室的なしつらえを整備している場合は、個室に準じて取り扱って差し支えありま

せん。この場合の「プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動でないもの

で隔てることまでを要するものではありませんが、視線が遮断されることを前提とします。建

具による仕切りは認められますが、家具やカーテン、簡易パネルによる仕切りでは不可とし

ます。また、天井から隙間が空いていることは認められます。 

●事業所の共同生活住居の定員の合計数を超えて受け入れることができる利用者数は、指

定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに１人まで認められるものであ

り、この場合、定員超過利用による減算の対象とはなりません。 

●「短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者」と

は、認知症介護実務者研修のうち「専門課程」、認知症介護実践者研修のうち「実践リーダ

ー研修」若しくは「認知症介護実践リーダー研修」又は認知症介護指導者養成研修を修了

している者とします。 

 

 

 

●入居日数については、原則として、入居した日及び退居した日の両方を含むものとします。 

●ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、認知

症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設又は介護保険

施設の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職

員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等

から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の

日は含み、退所等の日は含まれません。 

●介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病院若し

くは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの又は当該介護保険施設

等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって

当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものに

入院する場合は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、また同一敷地内

等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合は、介護

保険施設等においては入所等の日は算定されません。 

●厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介

護費等の算定方法の適用に関する平均利用者等の算定においては、入居した日を含み、

退居した日は含まないものとします。 

 

 

 

●認知症対応型共同生活介護を受けている間については、その他の指定居宅サービス又は

指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は、算定しま

せん。 

●ただし、認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担

により、その利用者に対してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させる

ことは差し支えありません。 

 

 

 

５ サービス種類相互の算定関係について（留意事項第２－１（２）） 

４ 入居等の日数の数え方について（留意事項第２－１（５）） 
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２ 減算 
 

 

●市に提出した運営規程に定められている利用定員を超えている場合においては、次の月

の認知症対応型共同生活介護費は、利用者全員について所定単位数に100分の70を乗じ

て得た単位数で算定します。 

 

※利用者の数 

１月間（暦月）の利用者の数の平均を用います。この場合、１月間の利用者等の数の平均

は、当該月の全利用者の延数（１日ごとの利用者数を合計した数）を当該月の日数で除し

て得た数となります。（小数点以下切り上げ） 

 

●定員超過利用の基準に該当することになった場合は、その翌月から定員超過利用が解消

されるに至った月まで、利用者の全員について、減算されます。 

●定員超過利用が解消された場合は、解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数

が算定されます。 

 

【留意事項】 

●適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよ

う努めてください。定員超過が継続する場合、市は指定の取り消しを検討することになりま

す。 

●災害の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用

が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続するこ

とがやむを得ない場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、

やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続してい

る場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとします。 

 

 

 

（１）介護従業者 

●省令第90条に定める員数を置いていない場合は、所定単位数に100分の70を乗じた単

位数で算定します。 

●人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基

準欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について、減算されます。 

●１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至っ

た月まで、利用者の全員について、減算されます。ただし、翌月の末日において人員基

準を満たすに至った場合を除きます。 

 

【留意事項】 

●人員基準欠如による減算は、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人

員基準欠如の未然防止を図るよう努めてください。人員基準欠如が継続する場合、市町

村は指定の取り消しを検討することになります。 

 

 

 

１ 定員超過利用による減算（厚告27－８（イ）、留意事項第２－１（６）） 

１） 

２ 人員基準欠如による減算（報酬基準別表５注２、厚告27－８（ロ）、留意事項第２－１（８）（９）） 

１） 
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（２）介護従業者以外 

●省令第90条に定める員数を置いていない場合は、所定単位数に100分の70を乗じた単

位数で算定します。 

●人員基準欠如が生じた月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利

用者の全員について減算されます。ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至

っている場合を除きます。 

 

【留意事項】 

●人員基準欠如による減算は、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人

員基準欠如の未然防止を図るよう努めてください。人員基準欠如が継続する場合、市は

指定の取り消しを検討することになります。 

 

（３）夜勤を行う介護従業者 

●夜勤を行う介護従業者を、共同生活住居ごとに１以上（省令第90条第１項ただし書の規

定が適用される場合においては、当該ただし書に規定する必要な数以上）置いていない

場合は、100分の97を乗じた単位数で算定します。 

●ある月において次のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者の全

員について、減算されます。 

イ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事

態が２日以上連続して発生した場合 

ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事

態が４日以上発生した場合 

 

【留意事項】 

●夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保する

ための規定であり、夜勤を行う介護従業者の員数不足の未然防止を図るように努めてく

ださい。 

●夜勤職員基準に定められる夜勤を行う職員の員数は、夜勤時間帯と通じて配置される

べき職員の員数であり、複数の職員が交代で勤務することにより当該基準を満たして構

わないものです。 

 

 

 

 

●共同生活住居の数が３である指定認知症対応型共同生活介護事業所が、夜勤を行う職員

の員数を２人以上とする場合（省令第90条第１項ただし書き又は予防省令第70条第１項た

だし書きに規定する場合に限る。）に、利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護

を行った場合は、所定単位数から１日につき50単位を差し引いて得た単位数を算定します。 

 

※省令第90条第１項ただし書 

ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が３であ

る場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円

滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当

指定該認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性

が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同

３ ３ユニット２人夜勤体制による減算 

（報酬基準別表５注３、予防報酬基準別表３注３） 

１） 
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生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて２

以上の介護従業者に夜勤及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることがで

きます。 

 

 

 

 

●別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、

所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算します。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-58の３） 

指定地域密着型サービス基準第97条第６項及び第７項に規定する基準に適合しているこ

と。 

 

※指定地域密着型サービス基準第97条 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期 

的に実施すること。 

 

【留意事項】 

●事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、指定地域密着型サービス基

準第97条第６項の記録を行っていない場合及び同条第７項に規定する措置を講じていな

い場合に、利用者全員について所定単位数から減算します。 

●記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１

回以上開催していない又は身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身

体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やか

に改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善

状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで

の間について、利用者全員について所定単位数から減算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 身体拘束廃止未実施による減算 

（報酬基準別表５注２、予防報酬基準別表３注２、留意事項第２－６（２）） 

１） 
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３ 加算 
 

 

 
（報酬基準別表５注４、予防報酬基準別表３注４、留意事項２－６（３）） 
●別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

認知症対応型共同生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、所

定単位数に加算します。 

 

※厚生労働大臣が定める施設基準（厚労告96第32号） 

イ 夜間支援体制加算（Ⅰ） 

・定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

・認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）又は短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）

を算定していること。 

・夜勤を行う介護従業者（指定地域密着型サービス基準第90条第１項に規定する介護従

業者をいう。以下この号において同じ。）及び宿直勤務に当たる者の合計数が二以上で

あること。 

ロ 夜間支援体制加算（Ⅱ） 

・定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

・認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）又は短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）

を算定していること。 

・夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、当該指定認知症対応型

共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数に一を加えた数以上であること 

 

【留意事項】 

●当該加算は、事業所の一の共同生活住居につき、夜間及び深夜の時間帯を通じて１の介

護従業者を配置している場合において、それに加えて常勤換算方法で１以上の介護従業

者又は１以上の宿直勤務に当たる者を配置した場合に算定するものとします。ただし、全

ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているもの

とします。 

 

 

 
（報酬基準別表５注５、予防報酬基準別表３注５、留意事項２－６（４）） 

●短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合について、医師が認知症の行動・

心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同

生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定認知症対応型共同生活

介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して７日を限度として、１日につき200単

位を所定単位数に加算します。 

 

【留意事項】 

●「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・

暴言等の症状を指すものです。 

●本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用共同生活介

護が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職

１ 夜間支援体制加算  （Ⅰ）50単位 （Ⅱ）25単位                 介護 予防 

１） 

２ 認知症行動・心理症状緊急対応加算   200単位                介護 予防 

１） 
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員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を

開始した場合に算定することができます。本加算は医師が判断した当該日又はその次の

日に利用を開始した場合に限り算定できるものとします。この際、短期利用共同生活介護

ではなく、医療機関による対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当

な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう

必要があります。 

●次に掲げる者が、直接、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合には、

当該加算は算定できません。 

①病院又は診療所に入院中の者 

②介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

③認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者

生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活

介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生

活介護を利用中の者 

●判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておいてください。また、事

業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス

計画書に記録しておいてください。 

●７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認めら

れる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８

日目以降の短期利用認知症対応型共同生活介護の利用の継続を妨げるものではありま

せん。 

 

 

 
（報酬基準別表５注６、予防報酬基準別表３注６、留意事項２－６（５）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

認知症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症

対応型共同生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１日につき

120単位を所定単位数に加算します。ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定

している場合は算定しません。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-18） 

受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期にお

ける認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定

めていること。 

 

【留意事項】 

●受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用

者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

３ 若年性認知症利用者受入加算  120単位                 介護 予防 

１） 
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（報酬基準別表５注７、予防報酬基準別表３注７、留意事項２－６（６）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知

症対応型共同生活介護事業所において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場

合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき246単位を算定します。ただし、

入院の初日及び最終日は、算定しません。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-58の４） 

利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後３月以

内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、

必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院

後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を

確保していること。 

 

【留意事項】 

●入院時の費用を算定する指定認知症対応型共同生活介護事業所は、あらかじめ、利用者

に対して、入院後３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその

家族等の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事

情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に

入居することができる体制を確保していることについて説明を行ってください。 

●「退院することが明らかに見込まれるとき」に該当するか否かは、利用者の入院先の病院

又は診療所の当該主治医に確認するなどの方法により判断してください。 

●「必要に応じて適切な便宜を提供」とは、利用者及びその家族の同意の上での入退院の手

続きや、その他の個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものです。 

●「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予定の退院日に居室の空きがないことをも

って該当するものではなく、例えば、利用者の退院が予定より早まるなどの理由により、居

室の確保が間に合わない場合等を指すものです。事業所側の都合は、基本的に該当しな

いことに留意してください。 

●利用者の入院の期間中の居室は、短期利用認知症対応型共同生活介護等に利用しても

差し支えありませんが、当該利用者が退院する際に円滑に再入居できるよう、その利用は

計画的なものでなければなりません。 

●入院の期間には初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の入院を行う場合の入院

期間は、６日と計算されます。 

●利用者の入院の期間中にそのまま退居した場合は、退居した日の入院時の費用は算定で

きます。 

●利用者の入院の期間中で、かつ、入院時の費用の算定期間中にあっては、当該利用者が

使用していた居室を他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該

利用者の同意があれば、その居室を短期利用認知症対応型共同生活介護等に活用する

ことは可能です。ただし、この場合に、入院時の費用は算定できません。 

●入院時の取扱い 

 ・入院時の費用の算定にあたって、１回の入院で月をまたがる場合は、最大で連続13泊（12

日分）まで入院時の費用の算定が可能です。 

（例１）入院期間：１月25日～３月８日 

    １月25日 入院・・・所定単位数を算定 

４ 利用者入院期間中の体制  246単位                    介護 予防 

１） 
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    １月26日～１月31日（６日間）・・・１日につき246単位を算定可 

    ２月１日～２月６日（６日間）・・・１日につき246単位を算定可 

    ２月７日～３月７日・・・費用算定不可 

    ３月８日 退院・・・所定単位数を算定 

（例２）入院期間：１月20日～３月８日 

    １月20日 入院・・・所定単位数を算定 

    １月21日～１月26日（６日間）・・・１日につき246単位を算定可 

    １月27日～３月７日・・・費用算定不可 

    ３月８日 退院・・・所定単数を算定 

・利用者の入院の期間中は、必要に応じて、入退院の手続きや家族、当該医療機関等へ

の連絡調整、情報提供などの業務にあたること。 

 

 

 
（報酬基準別表５注８、留意事項２－６（７）） 

●単位数 死亡日以前31日以上45日以下 72単位/日 

 死亡日以前４日以上30日以下  144単位/日 

 死亡日の前日及び前々日  680単位/日 

 死亡日 1280単位/日 

 

●認知症対応型共同生活介護費を算定する場合について、別に厚生労働大臣が定める施

設基準（※１）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活

介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者（※２）について

は、看取り介護加算として、死亡日以前31日以上45日以下について１日につき72単位を、

死亡日以前４日以上30日以下については１日につき144単位を、死亡日の前日及び前々

日については１日につき680単位を、死亡日については１日につき1280単位を死亡月に加

算します。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は、医療連携体制加算を算定

していない場合は、算定しません。 

 

※１厚生労働大臣が定める施設基準（厚労告96-33） 

イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針

の内容を説明し、同意を得ていること。 

ロ 医師、看護職員（指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該指定認知症

対応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しく

は診療所若しくは指定訪問看護ステーションの職員に限る。）、介護職員、介護支援専

門員その他の職種の者による協議の上、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所

における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。 

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。 

 

※２厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者（厚労告94-40） 

次のイからハまでのいずれも適合している利用者 

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者

であること。 

ロ 医師、看護職員（指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該指定認知症

対応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しく

５ 看取り介護加算                                       介護  

１） 
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は診療所若しくは指定訪問看護ステーションの職員に限る。）、介護支援専門員その他

の職種の者（以下、「医師等」という。）が共同で作成した利用者の介護に係る計画につ

いて、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意

している者（その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。）であること。 

ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等

の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての

説明を受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上

で介護を受けている者を含む。）であること。 

 

【留意事項】 

●看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みが

ないと診断した利用者について、その旨を利用者又はその家族等に対して説明し、その後

の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、医師、看護職員、介

護職員、介護支援専門員等が共同して、随時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養

及び介護に関する合意を得ながら、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えら

れるよう支援することを主眼として設けたものです。 

●利用者等告示第40号ロに定める看護職員については、認知症対応型共同生活介護事業

所において利用者の看取り介護を行う場合、利用者の状態に応じて随時の対応が必要で

あることから、当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該認知症対応型共

同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院、診療所若しくは

訪問看護ステーションの職員に限るとしているところです。具体的には、当該認知症対応型

共同生活介護事業所と訪問看護ステーション等が、同一市町村内に所在している又は同

一市町村内に所在していないとしても、自動車等により移動に要する時間がおおむね20分

以内の近距離に所在するなど、実態として必要な連携をとることができることが必要です。 

●認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上させ

ていくためにも、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCAサ

イクル）により、看取り介護を実施する体制を構築するとともに、それを強化していくことが

重要であり、具体的には次のような取組が求められます。 

イ 看取りに関する指針を定めることで事業所の看取りに対する方針等を明らかにする

（Plan）。 

ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該利用者に係る医師の診断を前提にして、介護に

係る計画に基づいて、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支

援を行う（Do）。 

ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、職員

の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う（Check）。 

ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見直

しを行う（Action）。 

なお、認知症対応型共同生活介護事業所は、看取り介護の改善のために、適宜、家族等

に対する看取り介護に関する報告会並びに利用者等及び地域住民との意見交換による地

域への啓発活動を行うことが望ましいです。 

●質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説

明を行い、理解を得るよう努力することが不可欠です。具体的には、認知症対応型共同生

活介護事業所は、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、事業所等におい

て看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などについて、

利用者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要です。加えて、説明の際
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には、利用者等の理解を助けるため、利用者に関する記録を活用した説明資料を作成し、

その写しを提供してください。 

●看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、看護職員、介護職員、介護支援専

門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められていることが必要であり、同指針

に盛り込むべき項目としては、例えば、以下の事項が考えられます。 

イ 当該事業所の看取りに関する考え方 

ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じた介護の考え方 

ハ 事業所において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 

ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む） 

ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法 

へ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

ト  家族等への心理的支障に関する考え方 

チ その他看取り介護を受ける利用者に対して事業所の職員が取るべき具体的な対応の

方法 

●看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、重度化した場合の対応に係る指針に記載す

る場合は、その記載をもって看取りに関する指針の作成に代えることができるものとします。

また、重度化した場合の対応に係る指針をもって看取りに関する指針として扱う場合は、適

宜見直しを行ってください。 

●看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多職

種連携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による適切な情報共

有に努めてください。 

イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

ロ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアに

ついての記録 

ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくアセスメン

ト及び対応についての記録 

●利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記

録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で

す。また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来訪が見込まれないよう

な場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する

看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取

り介護加算の算定は可能です。この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担

保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、利用者の状態

や、家族と連絡を取ったにもかかわらす事業所への来訪がなかった旨を記載しておくこと

が必要です。なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、

事業所は、連絡を取ったにもかかわらず来訪がなかったとしても、継続的に連絡を取り続

け、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要です。 

●看取り介護加算は、看取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて45日

を上限として、認知症対応型共同生活介護事業所において行った看取り介護を評価するも

のです。死亡日前に自宅に戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院先で死亡

した場合であっても算定可能ですが、その際には、当該認知症対応型共同生活介護事業

所において看取り介護を直接行っていない退居した日の翌日から死亡日までの間は、算

定することができません。（したがって、退居した日の翌日から死亡日までの期間が45日以

上あった場合には、看取り介護加算を算定することはできません。）なお、看取り介護に係

る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階におけ
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る医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重し

た医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報

の共有等に努めてください。 

●認知症対応型共同生活介護事業所を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可

能ですが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、利用者側にとっては、事

業所に入居していない月についても自己負担を請求されることになるため、利用者が退居

等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担

の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要です。 

●認知症対応型共同生活介護事業所は、退居等の後も、継続して利用者の家族への指導

や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、利用者の家族、入院先の医療

機関等との継続的な関わりの中で、利用者の死亡を確認することができます。なお、情報

の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたと

きに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、退居等の際、

利用者等に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要です。 

●利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前

45日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算

の算定が可能です。 

●入院若しくは外泊又は退居の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは、当該

日に所定単位数を算定するかどうかによります。 

●家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生

活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるようにするという認知症対応型共同生活介護の事業の性質に鑑み、

１月に２人以上が看取り介護加算を算定することが常態化することは、望ましくありません。 

 

 
 
（報酬基準別表５-ハ、予防報酬基準別表３－ﾊ） 
●認知症対応型共同生活介護費について、入居した日から起算して30日以内の期間につい

ては、初期加算とし、１日につき所定単位数を加算します。 

●30日を超える病院又は診療所への入院後に指定認知症対応型共同生活介護事業所に再

び入居した場合も、同様とします。 

 

【留意事項】 

●初期加算は、当該利用者が過去３月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに

該当する者の場合は過去１月間とする。）の間に、当該事業所に入居したことがない場合

に限り算定できます。 

●短期利用認知症対応型共同生活介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当

該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合（短期利用認知症対応型共同生活

介護の利用を終了した翌日に当該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合を

含む。）については、初期加算は入居直前の短期利用認知症対応型共同生活介護の利用

日数を30日から控除して得た日数に限り算定するものとします。 

●30日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、上記にかかわらず、初期

加算が算定されます。 

 

 

６ 初期加算   30単位                                     介護 予防 

１） 
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（報酬基準別表５-ニ、留意事項２－６（９）） 
●別に厚生労働大臣が定める施設基準（※）に適合するものとして市町村長に届け出た指定

認知症対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算します。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の

加算は算定しません。 

（１）医療連携体制加算（Ⅰ） 39単位 

（２）医療連携体制加算（Ⅱ） 49単位 

（３）医療連携体制加算（Ⅲ） 59単位 

 

※厚生労働大臣が定める施設基準（厚労告96第34号） 

イ 医療連携体制加算（Ⅰ）を算定すべき施設基準 

（１）当該指定認知症対応型共同生活介護事業の職員として又は病院、診療所若しくは指

定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を１名以上確保していること。 

（２）看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。 

（３）重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族に対し

て、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

 

ロ 医療連携体制加算（Ⅱ）を算定すべき施設基準 

（１）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方法 

で１名以上配置していること。 

（２）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護職員又は病院、診療

所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制

を確保していること。ただし、（１）により配置している看護職員が准看護師のみである場

合には、病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師により24時間連絡できる体制

を確保していること。 

（３）算定日が属する月の前12月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が１

以上であること。 

（一）喀痰吸引を実施している状態 

（二）呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

（三）中心静脈注射を実施している状態 

（四）人工腎臓を実施している状態 

（五）重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

（六）人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 

（七）経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

（八）褥瘡に対する治療を実施している状態 

（九）気管切開が行われている状態 

（４）イ（３）に該当するものであること。 

 

ハ 医療連携体制強化加算（Ⅲ）を算定すべき施設基準 

（１）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で１

名以上配置していること。 

（２）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療所

７ 医療連携体制加算   （Ⅰ）39単位  （Ⅱ）49単位  （Ⅲ）59単位   介護 

１） 
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若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連携できる体制を

確保していること。 

（３）イ（３）及びロ（３）に該当するものであること。 

 

【留意事項】 

●医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続

して認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続できるように、日常的な健康管理を

行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している

事業所を評価するものです。 

●医療連携体制加算（Ⅰ）の体制について、利用者の状態の判断や、認知症対応型共同生

活介護事業所の介護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であ

ることから、看護師の確保を要することとしており、准看護師では本加算は認められない。

また、看護師の確保については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合

は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業所の職員を併任する

職員として確保することも可能です。 

●医療連携体制加算（Ⅰ）の体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとしては、 

・利用者に対する日常的な健康管理 

・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整 

・看取りに関する指針の整備 

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが必要です。 

●医療連携体制加算（Ⅱ）の体制については、事業所の職員として看護師又は准看護師を常

勤換算方法により１名以上配置することとしているが、当該看護職員が准看護師のみの体

制である場合には、病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携を要するこ

ととしています。 

●医療連携加算（Ⅱ）又は医療連携加算（Ⅲ）を算定する事業所においては、医療連携体制

加算（Ⅰ）の体制でのサービス提供に加えて、協力医療機関との連携を確保しつつ、医療

ニーズを有する利用者が、可能な限り認知症対応型共同生活介護事業所で療養生活を継

続できるように必要な支援を行うことが求められます。加算の算定に当たっては、施設基準

第34号ロの（３）に規定する利用者による利用実績（短期利用認知症対応型共同生活介護

を利用する者を含む。）があり、当該利用者が療養生活を送るために必要な支援を行って

いることを要件としています。 

イ 同号ロの（３）の（一）に規定する「喀痰吸引を実施している状態」とは、認知症対応型共

同生活介護の利用中に喀痰吸引を要する利用者に対して、実際に喀痰吸引を実施して

いる状態です。 

ロ 同号ロの（３）の（ニ）に規定する「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」に

ついては、当該月において１週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。 

ハ 同号ロの（３）の（三）に規定する「中心静脈注射を実施している状態」については、中心

静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が

困難な利用者であること。 

ニ 同号ロの（３）の（四）に規定する「人工腎臓を実施している状態」については、当該月に

おいて人工腎臓を実施しているものであること。 

ホ 同号ロの（３）の（五）に規定する「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター

測定を実施している状態」については、重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧

90mmHg以下が持続する状態又は酸素吸入を行っても静脈血酸素飽和度90％以下の

状態で常時、心電図、血圧又は動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行
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っていること。 

ヘ 同号ロの（３）の（六）に規定する「人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態」

については、当該利用者に対して、人工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎症等に対す

るケアを行った場合であること。 

ト 同号ロの（３）の（七）に規定する「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」

とは、経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養

を行っている状態であること。 

チ 同号ロの（３）の（八）に規定する「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、

以下のいずれかの分類に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に

限ること。 

   第一度 皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない（皮膚

の損傷はない） 

   第二度 皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして表われるもの）がある。 

   第三度 皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組

織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある。 

   第四度 皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している。 

リ 同号ロの（３）の（九）に規定する「気管切開が行われている状態」については、気管切

開が行われている利用者について、気管切開に係るケアを行った場合であること。 

●医療連携体制加算の算定用件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込

むべき項目としては、例えば、①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期

間中における指定認知症対応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、③看取

りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指

針、などが考えられます。また、医療連携体制加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看

護ステーションを利用することが可能となったが、急性憎悪時等においては、診療報酬の

算定要件に合致すれば、医療保険による訪問看護が利用可能であることについては、これ

までと変わらないものです。 

 

 
 
（報酬基準別表５-ホ、予防報酬基準別表３－ニ、留意事項２－６（10）） 
●利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着

型サービスを利用する場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等

に対して退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福

祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の日から２週

間以内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村及び老人介護支援センター又

は地域包括支援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用

者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者

１人につき１回を限度として算定します。 

 

【留意事項】 

●退居時相談援助の内容は、次のようなものです。 

a 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

b 退居する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種

訓練等に関する相談援助 

c 家屋の改善に関する相談援助 

８ 退居時相談援助加算   400単位                       介護 予防 

１） 
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d 退居する者の介助方法に関する相談援助 

●退居時相談援助加算は、次の場合には、算定できません。 

a 退居して病院又は診療所へ入院する場合 

b 退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応型共同生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護又は地域密

着型特定施設入居者生活介護の利用を開始する場合 

c 死亡退居の場合 

●退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者、介護職員等が協力して行っ

てください。 

●退居時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも行ってください。 

●退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日付及び相談援助の内容の要点に関

する記録を行ってください。 

 

 
 
（報酬基準別表５-ヘ、予防報酬基準別表３－ホ、留意事項２－６（11）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとして市町村長に届け出た指

定認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者（※２）に対し専

門的な認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げ

る所定単位数を加算します。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算を算定しません。 

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位 

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位 

 

※１厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-３の２） 

イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しく

は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上

であること。 

（２）認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満である

場合にあっては１以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、１に当該対

象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チー

ムとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

（３）当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導

に係る会議を定期的に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

次に掲げるいずれにも適合すること。 

（１）イの基準のいずれにも適合すること。 

（２）認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業所全

体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

（３）当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成

し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

 

 

９ 認知症専門ケア加算   （Ⅰ）３単位   （Ⅱ）４単位           介護 予防 

１） 
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※２厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者（厚労告94-41） 

日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と

する認知症の者 

 

【留意事項】 

●「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要

とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者を指す

ものとします。 

●「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」

（平成18年３月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者

等養成事業の円滑な運営について」（平成18年３月31日老発第0331007号厚生労働省計

画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」、認知症看護に係る適切な研修

を指すものとします。 

●「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」はテレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとします。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

●「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施に

ついて」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症

介護指導者養成研修」、認知症看護に係る適切な研修を指すものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（報酬基準別表５-ト、予防報酬基準別表３－ヘ、留意事項２－６（12）） 

●生活機能向上連携加算（Ⅰ）について、計画作成担当者が、指定訪問リハビリテーション事

業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供

施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上

を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成し、当該認知症対応型共同生活介護

10 生活機能向上連携加算  （Ⅰ）100単位  （Ⅱ）200単位         介護 予防 

 

「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について（留意事項２－１（12）） 

①日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下この

号において「判定結果」という。）を用いるものとする。 

②判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスの

サービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実

施について（平成21年９月30日老発0930第５号厚生労働省老健局長通知）」に基づ

き、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見

書」中「３．心身の状態に関する意見（１）日常生活自立度等について・認知症高齢者

の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合に

あっては、最も新しい判定を用いるものとする。 

③医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない

場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が

記入した同通知中の「２（４）認定調査員」に規定する「認定調査員」に規定する「認知

調査票」の「認知調査票（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記

載を用いるものとする。 
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計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対

応型共同生活介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算します。 

●生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業

所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護

事業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的と

した認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定

認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介

護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算します。ただし、

生活機能向上連携加算（Ⅰ）を算定している場合は、算定しません。 

 

【留意事項】 

●生活機能向上連携加算（Ⅱ）について 

イ 「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」とは、利用者の日常

生活において介助等を必要とする行為について、単に介護従業者が介助等を行うのみ

ならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことが

できるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、介護従

業者が提供する介護の内容を定めたものでなければなりません。 

ロ イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医

療提供施設（病院にあっては、認可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とし

て半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士又は医師が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、当該

利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調

理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等

と計画作成担当者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（生活機能アセ

スメント）を行うものとします。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における

疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院及び診療所又は介護老人保健施

設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院です。 

ハ イの認知症対応型共同生活介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に

掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければ

なりません。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月を目途とする達

成目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 

二 ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定するとともに、利用者

自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例え

ば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うため必要となる基本的な動作

（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ客

観的な指標を用いて設定してください。 
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ホ 本加算はロの評価に基づき、イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき提供され

た初回の指定認知症対応型共同生活介護の提供日が属する月を含む３月を限度として

算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に

基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直す必要があります。 

ヘ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理

学療法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必

要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏

まえた適切な対応を行ってください。 

●生活機能向上連携加算（Ⅰ）について 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）については、生活機能向上連携加算（Ⅱ）ロ、ホ及びヘを

除き生活機能向上連携加算（Ⅱ）を適用します。本加算は、理学療法士等が認知症対応

型共同生活介護事業所を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適

切に把握した上で計画作成担当者に助言を行い、計画作成担当者が、助言に基づき生

活機能向上連携加算（Ⅱ）イの認知症対応型共同生活介護計画を作成（変更）するとと

もに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等

に報告することを定期的に実施することを評価するものです。 

ａ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たって

は、理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪

問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は、リハビリテーシ

ョンを実施している医療提供施設の場において把握し、又は指定認知症対応型共同

生活介護事業所の計画作成担当者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置

等を用いて把握した上で、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成

担当者に助言を行ってください。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用い

る場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について

適切に把握することができるよう、理学療法士等と計画作成担当者で事前に方法等を

調整するものとします。 

ｂ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者は、ａの助言に基づ

き、生活機能アセスメントを行った上で、生活機能向上連携加算（Ⅱ）イの認知症対応

型共同生活介護計画の作成を行ってください。なお、生活機能向上連携加算（Ⅱ）イ

の認知症対応型共同生活介護計画には、ａの助言の内容を記載してください。 

ｃ 本加算は、生活機能向上連携加算（Ⅱ）イの認知症対応型共同生活介護計画に基づ

き指定認知症対応型共同生活介護を提供した初回の月に限り、算定されるものです。

なお、ａの助言に基づき指定認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合には、

本加算を算定することは可能ですが、利用者の急性憎悪等により認知症対応型共同

生活介護計画を見直した場合を除き、生活機能向上連携加算（Ⅱ）イの認知症対応型

共同生活介護計画に基づき指定認知症対応型共同生活介護を提供した翌月及び

翌々月は本加算を算定しません。 

ｄ ３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。

なお、再度ａの助言に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合には、

本加算の算定が可能です。 
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（報酬基準別表５-チ、予防報酬基準別表３－ト、留意事項２－６（13）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所

において、管理栄養士（当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。）が、従業者に対

する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定

単位数を加算します。 

 

※１厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-58の５） 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

【留意事項】 

●栄養管理体制加算の算定に係る管理栄養士は、外部（他の介護事業所（栄養管理体制加

算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定

要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を

１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄

養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により体制を確保した場合

も、算定できます。 

●「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の低栄養状態の

評価方法、栄養ケアに関する課題（食事中の傾眠、拒食、徘徊・多動等）への対応方法、

食形態の調整及び調理方法その他当該事業所において日常的な栄養ケアの実施にあた

り必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであ

って、利用者ごとの栄養ケア・マネジメントをいうものではありません。 

●「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」を行うにあたって、以下の事項を記録してください。 

イ 当該事業所において利用者の栄養ケアを推進するための課題 

ロ 当該事業所における目標 

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項 

ホ その他必要と思われる事項 

 

 

 
（報酬基準別表５-リ、予防報酬基準別表３－チ、留意事項２－６（14）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所

において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔

ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定単位数を

加算します。 

 

※１厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-68） 

イ 事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及

び指導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

ロ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

【留意事項】 

●「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の口腔内状態の

評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴

11 栄養管理体制加算  30単位                         介護 予防 

 

12 口腔衛生管理体制加算  30単位                      介護 予防 
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うリスク管理、その他当該事業所において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われ

る事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利

用者の口腔ケア計画をいうものではありません。 

また、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとします。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してくださ

い。 

●「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載してください。 

イ 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 

ロ 当該事業所における目標 

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項 

ホ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況 

ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を

歯科衛生士が行った場合に限る。） 

ト その他必要と思われる事項 

●医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月

であっても口腔衛生管理体制加算を算定できますが、介護職員に対する口腔ケアに係る

技術的助言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助

言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の

時間帯に行ってください。 

 

 

 
（報酬基準別表５-ヌ、予防報酬基準別表３－リ、留意事項２－６（15）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所

の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニン

グ及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、１回につき所定単位数を加算します。た

だし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定

している場合にあっては算定しません。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-42の６） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当

該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下して

いるおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担

当する介護支援専門員に提供していること。 

ロ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用

者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態

の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供してい

ること。 

ハ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

13 口腔・栄養スクリーニング加算   20単位                  介護 予防 
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【留意事項】 

●口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下、「口

腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」とい

う。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意してくださ

い。 

●口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞ

れ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供してください。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが18.5未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につ

いて」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基

本チェックリストのNO.11の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ/ｄｌ以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

 

 

 
（報酬基準別表５-ル、予防報酬基準別表３－ヌ、留意事項２－６（16）） 

●次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対

応型共同生活介護事業所が、利用者に対し指定認知症対応型共同生活介護を行った場

合は、１月につき所定単位数を加算します。 

（１）利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の

状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

（２）必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同

生活介護の提供に当たって、（１）に規定する情報その他指定認知症対応型共同生活

介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

 

【留意事項】 

●科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに上記に掲

げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものです。 

●情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととします。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等

については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」を参照してください。 

●事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Ｐｌａｎ）、実行

（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサー

ビスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めるころが重要であり、具体

的には、次のような一連の取組が求められます。したがって、情報を厚生労働省に提出す

るだけでは、本加算の算定対象となりません。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するた

めのサービス計画を作成する（Ｐｌａｎ）。 

 

14 科学的介護推進体制加算   40単位                  介護 予防 
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ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化

防止に資する介護を実施する（Ｄｏ）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の

特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈｅｃｋ）。 

二 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サー

ビスの質の更なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。 

●提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため適宜活用されるものです。 

 

 

 
（報酬基準別表５-ヲ、予防報酬基準別表３－ル、留意事項２－６（17）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算

します。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しません。 

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  22単位 

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  18単位 

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  ６単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-59） 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）次のいずれかに適合すること。 

（一）指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士

の占める割合が100分の70以上であること。 

（二）指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数10

年以上の介護福祉士の占める割合が100分の25以上であること。 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 次に掲げるいずれにも適合すること。 

（１）指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が100分の60以上であること。 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）次のいずれかに適合すること。 

（一）指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士

の占める割合が100分の50以上であること。 

（二）指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職

員の占める割合が100分の75以上であること。 

（三）指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、

勤続年数七年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

15 サービス提供体制強化加算  （Ⅰ）22単位 （Ⅱ）18単位 （Ⅲ）６単位  介護 予防 
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【留意事項】 

●職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平

均を用いることとします。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開

始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常

勤換算方法により算出した平均を用いることとします。したがって、新たに事業を開始し、又

は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となります。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者について

は、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とします。 

●前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割

合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければなりません。なお、その割合につい

ては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算の取下

げの届出を提出しなければなりません。 

●勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとします。 

●勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営

する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接

提供する職員として勤務した年数を含めることができます。 

●同一の事業所において介護予防認知症対応型共同生活介護を一体的に行っている場合

においては、本加算の計算も一体的に行うこととします。 

●認知症対応型共同生活介護従業者に係る常勤換算にあっては、利用者への介護業務（計

画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない

業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えありません。 

●認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員とは、介護従業者として勤務を

行う職員を指すものとします。 

 

 

 
（報酬基準別表５-ワ、予防報酬基準別表３－ヲ） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合している介護職員の賃金の改善等を実施して

いるものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に

対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算します。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しません。  

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護報酬総単位数の1000分の111に相当する単位数 

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 介護報酬総単位数の1000分の81に相当する単位数 

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 介護報酬総単位数の1000分の45に相当する単位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-60（48）） 

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ①から⑩の全てに適合すること。 

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ①から⑧の全てに適合し、かつ⑩に適合すること 

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ①から⑥の全てに適合し、 

かつ⑦又は⑧のいずれかと⑩に適合する場合 
 
①退職手当を除く介護職員の賃金の改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加
算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づいて適切な
措置を講じていること。 

16 介護職員処遇改善加算                          介護 予防 
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②指定認知症対応型共同生活介護事業所において、①の賃金改善計画、当該計画に係
る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員
処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長に届け出ていること。 

③介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の
悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金
水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容につ
いて市町村長に届け出ること。 

④指定認知症対応型共同生活介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改
善に関する実績を市町村長に報告すること。 

⑤算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃
金法、労働安全衛生法、雇用保険法、その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上
の刑に処せられていないこと。 

⑥当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行
われていること。 

⑦（キャリアパス要件Ⅰ） 
次のア、イ及びウの全てに適合すること。 
ア 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件
（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

イ アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支
払われるものを除く。）について定めていること。 

ウ ア及びイの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介
護職員に周知していること。 

⑧（キャリアパス要件Ⅱ） 
次のア及びイの全てに合すること。 
ア 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標
及びａ又はｂに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修
の機会を確保していること。 
ａ 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（ＯＪＴ、
ＯＦＦ－ＪＴ等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。 

ｂ 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用
（交通費、受講料等）の援助等）を実施すること。 

イ アについて、全ての介護職員に周知していること。 
⑨（キャリアパス要件Ⅲ） 
次のア及びイの全てに適合すること。 
ア 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に
基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のａからｃまで
のいずれかに該当する仕組みであること。 
ａ 経験に応じて昇給する仕組み 
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること 

ｂ 資格等に応じて昇給する仕組み 
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであるこ
と。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇
給が図られる仕組みであることを要する。 

ｃ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客
観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

イ アの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職
員に周知していること。 

⑩（加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの職場環境等要件） 

届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃金改善を除く。）の内容（表１を参照）
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を全ての介護職員に周知していること。 

 

表１ 職場環境等要件 

入職促進に向け

た取組 

・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施

策・仕組みなどの明確化 

・事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 

・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわら

ない幅広い採用の仕組みの構築 

・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取

組の実施 

資質の向上やキ

ャリアアップに向

けた支援 

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より

専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、

サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

・エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入 

・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な

相談の機会の確保 

両立支援・多様

な働き方の推進 

・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充

実、事業所内託児施設の整備 

・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員

の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 

・有給休暇が取得しやすい環境の整備 

・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の

充実 

腰痛を含む心身

の健康管理 

・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリ

フト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 

・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のため

の休憩室の設置等健康管理対策の実施 

・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 

生産性向上のた

めの業務改善の

取組 

・タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサ

ー等の導入による業務量の縮減 

・高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や

労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明

確化 

・５S活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったも

の）等の実践による職場環境の整備 

・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の

軽減 
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やりがい・働きが

いの醸成 

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員

の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 

・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や

住民との交流の実施 

・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の

提供 

・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の 

提供 

 

●「介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和５年３

月１日 老発0301第２号）を確認してください。 

 

 

 
（報酬基準別表５-カ、予防報酬基準別表３－ワ） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用

者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算します。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しません。 

（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）  

介護報酬総単位数の1000分の31に相当する単位数 

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）  

介護報酬総単位数の1000分の23に相当する単位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-60の２（48の２）） 

（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） ①から⑧のすべてに適合すること 

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） ①から④、⑥から⑧のすべてに適合すること 

 

①次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職

員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該

計画に基づき適切な措置を講じていること。 

（一）経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額

八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。

ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理

由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。 

（二）指定認知症対応型共同生活介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃

金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員（経験・技能のある介護職員を

除く。）の賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。 

（三）介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見込額

の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍

以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員（経験・技

17 介護職員等特定処遇改善加算                        介護 予防 
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能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。 

（四）介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回ら

ないこと。 

 ②当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計

画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記

載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届

け出ていること。 

③介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、

経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業

所の職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ない

が、その内容について市長に届け出ること。 

④当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の

職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。 

⑤認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）のい

ずれかを届け出ていること。 

⑥認知症対応型共同生活介護費における介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのい

ずれかを算定していること。 

⑦②の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するも

のを除く。以下この号において同じ。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額

を全ての職員に周知していること。 

⑧⑦の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表

していること。 

 

●「介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和５年３

月１日 老発0301第２号）を確認してください。 

 

 

 
（報酬基準別表５-ヨ、予防報酬基準別表３－カ） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用

者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、介護報酬総単位数の1000分

の23に相当する単位数を所定単位数に加算します。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-60の３） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が介護

職員等ベースアップ等支援加算の算定見込額を上回り、かつ、介護職員及びその他の

職員のそれぞれについて賃金改善に要する費用の見込額の三分の二以上を基本給又

は決まって毎月支払われる手当に充てる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に

基づき適切な措置を講じていること。 

 

 

18 介護職員等ベースアップ等支援加算                     介護 予防 
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ロ 指定認知症対応型共同生活介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画

に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載

した介護職員等ベースアップ等支援計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長に

届け出ていること。 

ハ 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。た

だし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当

該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得

ないが、その内容について市町村長に届け出ること。 

ニ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の

職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。 

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。 

ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善に要する費用の見込額を全

ての職員に周知していること。 

 

●「介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和５年３

月１日 老発0301第２号）を確認してください。 

 


